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条例  
 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４６号 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年３月条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

 第２条第１項に次の１号を加える。 

 ⑼ 地方税共同機構 

 附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４７号 

   甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正 

   する条例 

 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年１２

月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

 第２８条第１項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第５号と  

し、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

 ⑶ 児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第５条の２の８に規定 

するこども家庭ソーシャルワーカー（以下「こども家庭ソーシャルワーカー」 

という。）の資格を有する者 

 第２９条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 ⑸ こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者 

 附 則 

 この条例は、令和８年３月１日から施行する。 
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 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４８号 

   甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例 

（甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改  

正） 

第１条 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健

康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は

第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項にお

いて「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそ

れぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められると

きは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場

合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等

の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児 

（以下「乳幼児」という。）の利用

開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康

診断又は臨時の健康診断 

（甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 
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第２条 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０

年１２月条例第５５号）の一部を次のように改正する。  

  第１７条第２項中「健康診断が行われた」を「健康診断又は健康診査（母子保

健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査を

いう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が

行われた」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」

を「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。 

乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）に対する健康診査 

入所した乳幼児に対する入所時の健

康診断、定期の健康診断又は臨時の

健康診断 

（甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正） 

第３条 甲府市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（令和元年６月条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第２項中「健康診断が行われた」を「健康診断又は健康診査（母子保 

健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査を 

いう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）が 

行われた」に、「当該健康診断」を「当該健康診断等」に、「健康診断の結果」 

を「健康診断等の結果」に改め、同項の表に次のように加える。 

乳児又は幼児に対する健康診査 通所する障害児に対する通所開始時

の健康診断、定期の健康診断又は臨

時の健康診断 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市学校職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４９号 

   甲府市学校職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条

例 

 甲府市学校職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和４６年１２月条例

第５４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「教頭」の次に「並びに指導改善研修被認定者（教育公務員特例

法（昭和２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であっ

て、当該認定の日から同条第４項の認定の日までの間にあるものをいう。）」を加

え、「１００分の４」を「１００分の１０」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

４ 次の表の左欄に掲げる期間における第３条第１項の規定の適用については、同

項中「１００分の１０」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和８年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の５  

令和９年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の６  

令和１０年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の７  

令和１１年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の８  

令和１２年１月１日から同年１２月３１日まで １００分の９  

   附 則 

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和

２４年法律第１号）第２５条第１項の規定による認定を受けた者であって施行日

の前日までに同条第４項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間
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における当該者に対する甲府市学校職員の給与等に関する特別措置に関する条例

の規定による教職調整額の支給については、この条例による改正後の第３条第１

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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 甲府市農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５０号 

   甲府市農業委員会の委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市農業委員会の委員の定数等に関する条例（平成２９年３月条例第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条中「１８人」を「１７人」に改める。 

 附 則 

 この条例は、令和８年７月３１日から施行する。 
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 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５１号 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年１０月条 

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７７．５」に改め 

る。 

第２条 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改 

正する。 

  第４条第２項中「１００分の１７７．５」を「１００分の１７５」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月 

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条 

例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用す

る。 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の 

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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 甲府市職員給与条例及び甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す 

る条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５２号 

   甲府市職員給与条例及び甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

（甲府市職員給与条例の一部改正） 

第１条 甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）の一部を次のように 

改正する。 

 第３０条第１項中「４，４００円」を「４，７００円」に、「２万１，０００

円」を「２万２，５００円」に、「５，３００円」を「５，６００円」に、 

「 ６ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 ７ ， ０ ５ ０ 円 」 に 、 「 ３ 万 １ ， ５ ０ ０ 円 」 を 

「３万３，７５０円」に、「７，９５０円」を「８，４００円」に改め、同条第

２項中「２万２，０００円」を「２万３，５００円」に改める。 

第４８条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、  

「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中  

「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の７０」を 

「１００分の７２．５」に、「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」

に、「１００分の６０」を「１００分の６２．５」に改める。 

第４８条の４第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の 

１０７．５」に、「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、同

項第２号中「１００分の５０」を「１００分の５２．５」に、「１００分の 

６０」を「１００分の６２．５」に改める。 

第４９条の２第１項第１号中「３１０，０００円」を「３１０，８００円」に

改める。 
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 別表第３及び別表第４を次のように改める。 
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職員

の区

分 

 職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円 円 円 円 円 円 円 円 

1 195,800  242,000  276,300  309,800  332,600  366,800  420,700  471,900  

2 196,900  243,300  277,300  311,300  334,400  368,500  422,600  477,200  

3 198,100  244,700  278,300  312,700  336,200  370,100  424,500  482,100  

4 199,200  246,100  279,300  314,100  337,900  371,700  426,300  486,700  

                 

5 200,300  247,500  280,300  315,500  339,600  373,300  428,100  490,700  

6 202,000  248,900  281,300  316,600  341,300  375,100  429,900  494,100  

7 203,600  250,300  282,200  317,600  343,000  376,600  431,700  497,000  

8 205,200  251,700  283,200  318,800  344,600  378,200  433,500  499,500  

                 

9 206,700  253,100  284,200  320,000  346,200  379,500  435,100  501,500  

10 208,400  254,300  285,200  321,600  347,900  381,100  436,600   

11 210,000  255,600  286,200  323,200  349,600  382,700  438,100   

12 211,600  256,900  287,200  324,800  351,200  384,200  439,600   

                

13 213,100  258,100  288,200  326,200  352,700  386,100  441,100   

14 214,800  259,300  289,500  327,800  354,300  388,000  442,400   

15 216,500  260,500  290,800  329,400  355,900  389,900  443,700   

16 218,200  261,700  292,000  331,000  357,400  391,700  444,900   

                

17 219,400  262,800  293,200  332,400  358,800  393,200  446,100   

18 221,000  263,900  294,500  334,100  360,500  395,000  447,400   

19 222,600  265,000  295,700  335,700  362,100  396,700  448,700   

20 224,100  266,100  296,900  337,300  363,700  398,300  449,900   

                

21 225,600  267,000  297,900  338,700  364,800  400,000  451,100   

22 227,200  268,000  299,100  340,400  366,300  401,400  451,900   

23 228,800  269,000  300,300  342,100  367,800  402,800  452,700   

24 230,400  270,000  301,600  343,700  369,300  404,200  453,500   

                

25 232,000  271,000  302,900  344,900  371,000  405,600  454,100   

26 233,700  271,900  303,900  346,800  372,800  406,800  454,700   

27 235,000  272,700  304,900  348,500  374,400  408,000  455,300   

28 236,300  273,600  305,900  350,100  376,100  409,000  455,900   

                

29 237,600  274,400  307,000  351,600  377,500  410,100  456,600   

30 238,700  275,200  308,200  353,200  378,800  411,300  457,400   

31 239,800  276,000  309,300  354,800  380,000  412,400  457,800   

別表第３（第９条関係） 

  行政職給料表  
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 32 240,900  276,700  310,500  356,400  381,400  413,500  458,500   

                

33 242,000  277,400  311,600  358,100  382,500  414,200  459,000   

34 242,900  278,200  312,900  359,900  383,400  414,900  459,400   

35 243,800  279,000  314,200  361,700  384,400  415,500  459,800   

36 244,800  279,600  315,500  363,500  385,400  416,200  460,200   

                

37 245,800  280,300  316,700  365,000  386,200  416,800  460,600   

38 246,700  281,100  318,000  366,400  387,100  417,400  460,900   

39 247,600  281,800  319,300  367,800  388,000  417,900  461,200   

40 248,400  282,500  320,600  369,200  388,800  418,300  461,500   

                

41 249,200  283,200  321,900  370,700  389,600  418,700  461,800   

42 249,900  283,900  323,100  371,500  390,400  418,900  462,100   

43 250,500  284,600  324,400  372,400  391,200  419,200  462,400   

44 251,100  285,300  325,500  373,400  391,900  419,500  462,700   

                

45 251,800  286,000  326,400  374,300  392,600  419,800  463,000   

46 252,400  286,600  327,700  375,400  393,300  420,100    

47 253,000  287,300  329,000  376,300  394,000  420,400    

48 253,600  287,900  330,300  377,300  394,700  420,700    

               

49 254,100  288,600  331,400  378,200  395,200  420,900    

50 254,700  289,200  332,700  378,900  395,800  421,200    

51 255,300  289,900  333,900  379,600  396,400  421,400    

52 255,800  290,600  335,100  380,200  397,100  421,700    

               

53 256,200  291,100  336,400  380,600  397,500  421,900    

54 256,600  291,700  337,400  381,200  398,100  422,200    

55 256,900  292,300  338,500  381,800  398,700  422,500    

56 257,200  293,000  339,600  382,500  399,200  422,800    

               

57 257,500  293,600  340,300  382,800  399,600  423,000    

58 257,800  294,200  341,200  383,500  400,200  423,300    

59 258,100  294,800  341,900  384,200  400,800  423,600    

60 258,400  295,500  342,700  384,800  401,300  423,800    

               

61 258,700  296,100  343,500  385,100  401,700  424,000    

62 259,000  296,700  343,900  385,600  402,200  424,300    

63 259,300  297,200  344,400  386,200  402,700  424,600    

64 259,600  297,700  345,100  386,800  403,300  424,800    

               

65 259,900  298,200  345,900  387,100  403,600  425,000    

66 260,200  298,800  346,600  387,700  404,000  425,300    

67 260,500  299,300  347,300  388,400  404,300  425,600    
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 68 260,800  299,900  347,900  389,000  404,700  425,800    

               

69 261,100  300,300  348,400  389,400  405,000  426,000    

70 261,400  300,800  349,000  389,900  405,300  426,300    

71 261,700  301,300  349,500  390,500  405,600  426,600    

72 262,000  301,900  350,100  391,000  405,800  426,800    

               

73 262,300  302,400  350,400  391,500  406,000  427,000    

74 262,600  302,800  350,900  392,100  406,300     

75 262,900  303,100  351,200  392,500  406,600     

76 263,200  303,400  351,600  392,800  406,800     

              

77 263,500  303,600  352,000  393,200  407,000     

78 263,800  303,900  352,500  393,700  407,300     

79 264,100  304,100  353,000  394,100  407,600     

80 264,400  304,400  353,500  394,500  407,800     

              

81 264,700  304,600  353,800  394,900  408,000     

82 265,000  304,800  354,200  395,400  408,300     

83 265,300  305,100  354,600  395,800  408,600     

84 265,600  305,300  355,000  396,200  408,800     

              

85 265,900  305,600  355,300  396,500  409,000     

86 266,200  305,800  355,700       

87 266,500  306,100  356,100       

88 266,800  306,400  356,500       

            

89 267,100  306,700  356,700       

90 267,400  307,000  357,100       

91 267,700  307,300  357,500       

92 268,000  307,600  357,900       

            

93 268,300  307,800  358,100       

94  308,000  358,400       

95  308,300  358,800       

96  308,700  359,100       

           

97  308,900  359,400       

98  309,200  359,800       

99  309,500  360,200       

100  309,900  360,600       

           

101  310,100  361,100       

102  310,400  361,500       

103  310,700  361,900       
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 104  311,000  362,300       

           

105  311,200  362,800       

106  311,500  363,200       

107  311,800  363,500       

108  312,100  363,800       

           

109  312,300  364,200       

110  312,600        

111  313,000        

112  313,300        

          

113  313,500        

114  313,700        

115  314,000        

116  314,400        

          

117  314,600        

118  314,800        

119  315,100        

120  315,400        

          

121  315,700        

122  315,900        

123  316,200        

124  316,500        

          

125  316,800        

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円 円 

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200 

  備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 
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職員

の区

分 

 職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員以 

外の 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円 円 円 円 

1 305,600 415,600 470,300 566,200 

2 307,900 418,300 472,300 572,300 

3 310,200 420,900 474,200 577,400 

4 312,400 423,300 476,100 582,100 

         

5 314,500 425,600 477,500 586,400 

6 318,000 427,800 479,200 590,700 

7 321,500 429,800 481,000 594,100 

8 324,900 431,900 482,800 597,000 

         

9 328,300 434,000 484,600 599,500 

10 331,800 435,500 486,300 601,800 

11 335,200 437,000 488,100  

12 338,600 438,500 489,900   

         

13 342,000 439,900 491,700   

14 345,500 441,300 493,400   

15 348,900 442,800 495,200   

16 352,300 444,200 497,000   

         

17 355,700 445,500 498,800   

18 358,800 447,000 500,700   

19 362,000 448,400 502,600   

20 365,200 449,800 504,500   

         

21 368,500 451,100 506,400   

22 371,600 452,600 508,100   

23 374,700 454,000 509,900   

24 377,700 455,400 511,700   

         

25 380,800 456,800 513,300   

26 383,100 458,200 515,100   

27 385,400 459,500 516,900   

28 387,600 460,900 518,400   

         

29 389,500 462,300 519,800   

     

 

別表第４（第９条関係） 

 医療職給料表 

  ア 医療職給料表（１） 
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 30 391,200 463,600 521,500  

31 392,900 465,000 523,300  

32 394,700 466,400 525,000  

        

33 396,400 467,700 526,500  

34 398,200 469,100 527,800  

35 399,800 470,400 529,100  

36 401,100 471,800 530,400  

        

37 402,500 473,200 531,400  

38 403,900 474,900 532,700  

39 405,300 476,500 534,000  

40 406,700 478,000 535,300  

        

41 408,200 479,600 536,300  

42 408,900 480,800 537,100  

43 409,500 481,900 537,900  

44 410,100 483,000 538,700  

        

45 410,900 484,000 539,600  

46 411,500 484,900 540,400  

47 412,100 485,800 541,200  

48 412,600 486,600 541,900  

        

49 413,100 487,300 542,700  

50 413,500 488,000 543,500  

51 414,000 488,700 544,200  

52 414,400 489,300 545,100  

        

53 414,800 489,900 546,000  

54 415,100 490,600 546,800  

55 415,400 491,200 547,700  

56 415,800 491,800 548,600  

        

57 416,100 492,100 549,400  

58 416,500 492,700 550,200  

59 416,800 493,300 551,000  

60 417,200 494,000 551,700  

        

61 417,600 494,400 552,500  

62 417,900 495,000 553,400  

63 418,200 495,700 554,300  

64 418,500 496,400 555,200  

        

65 418,800 496,800 556,000  
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 66  497,400 556,900  

67  498,000 557,800  

68  498,500 558,700  

       

69  499,000 559,500  

70  499,500 560,400  

71  500,000 561,300  

72  500,500 562,200  

       

73  500,900 563,000  

74  501,400   

75  501,800    

76  502,200    

       

77  502,700    

78  503,300    

79  503,800    

80  504,200    

       

81  504,700    

82  505,300    

83  505,900    

84  506,400    

       

85  506,900    

定年

前再 

任用 

短時

間勤 

務職 

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

 円 円 円 円 

 

312,900 356,500 412,800 488,500 

備考 この表は、医師及び歯科医師で規則で定めるものに適用する。 
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職員

の区

分 

 職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員以 

外の 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円 円 円 円 円 円 

1 201,000  239,800  274,400  293,300  326,300  372,300  

2 203,100  241,100  275,200  294,100  327,700  374,000  

3 205,200  242,400  275,900  294,800  329,100  375,600  

4 207,300  243,700  276,700  295,500  330,500  377,200  

             

5 209,300  244,900  277,500  296,200  331,900  378,700  

6 211,300  246,000  278,300  296,900  333,500  380,300  

7 213,300  247,000  279,100  297,600  335,000  381,900  

8 215,100  247,900  279,800  298,300  336,500  383,500  

             

9 216,900  249,000  280,500  299,100  337,900  385,100  

10 218,800  250,100  281,300  299,800  339,500  387,100  

11 220,700  251,200  282,100  300,600  341,000  389,100  

12 222,800  252,400  282,900  301,200  342,500  391,100  

             

13 224,500  253,600  283,700  301,800  343,900  392,500  

14 226,500  254,800  284,500  302,900  345,500  394,200  

15 228,700  256,000  285,200  304,000  347,000  395,900  

16 230,800  257,100  286,000  305,200  348,500  397,600  

             

17 232,900  258,100  286,800  306,300  350,000  399,300  

18 234,000  259,100  287,600  307,500  351,600  400,800  

19 235,000  260,200  288,400  308,600  353,200  402,300  

20 236,100  261,200  289,100  309,800  354,700  403,800  

             

21 237,200  262,300  289,900  311,000  356,000  405,100  

22 238,000  263,200  290,800  312,200  357,500  406,400  

23 238,900  264,000  291,700  313,400  359,000  407,700  

24 239,700  264,800  292,400  314,500  360,500  408,800  

             

25 240,600  265,600  293,100  315,700  361,900  409,900  

26 241,500  266,400  294,000  316,900  363,400  411,000  

27 242,400  267,200  294,900  318,000  364,900  412,100  

28 243,300  268,000  295,600  319,200  366,300  413,200  

             

29 244,100  268,700  296,400  320,400  367,700  414,000  

30 244,900  269,500  297,400  321,600  369,300  414,800  

31 245,600  270,300  298,300  322,800  370,700  415,500  

32 246,400  271,100  299,300  324,000  372,200  416,300  

       

  イ 医療職給料表（２） 
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33 247,100  271,900  300,300  325,100  373,400  416,700  

34 247,700  272,700  301,400  326,200  374,500  417,300  

35 248,400  273,300  302,400  327,400  375,700  417,800  

36 249,100  274,100  303,300  328,600  376,800  418,200  

             

37 249,800  275,000  304,300  329,800  377,800  418,600  

38 250,400  275,800  305,300  331,000  378,600  418,800  

39 251,000  276,600  306,300  332,300  379,500  419,100  

40 251,600  277,300  307,300  333,500  380,600  419,400  

             

41 252,200  278,000  308,200  334,400  381,600  419,700  

42 252,800  278,800  309,400  335,600  382,600  420,000  

43 253,400  279,600  310,500  336,800  383,600  420,300  

44 253,900  280,300  311,600  338,000  384,500  420,600  

             

45 254,300  281,000  312,600  338,900  385,300  420,800  

46 254,900  281,800  313,700  339,900  386,100  421,100  

47 255,300  282,600  314,800  340,900  387,000  421,400  

48 255,700  283,300  315,800  341,800  387,800  421,700  

             

49 256,100  284,000  316,900  342,700  388,300  421,900  

50 256,600  284,700  317,900  343,600  389,100  422,100  

51 257,100  285,300  319,000  344,600  389,900  422,400  

52 257,600  286,000  320,100  345,500  390,700  422,700  

             

53 257,900  286,700  321,100  346,000  391,100  422,900  

54 258,200  287,300  322,100  346,900  391,800    

55 258,500  288,000  323,100  347,600  392,500    

56 258,800  288,600  324,100  348,500  393,100    

             

57 259,100  289,300  325,000  349,200  393,500    

58 259,400  290,000  326,000  349,500  394,000    

59 259,700  290,700  327,000  349,900  394,600    

60 260,000  291,300  327,900  350,500  395,200    

             

61 260,300  291,800  328,800  351,100  395,600    

62 260,600  292,400  329,500  351,800  396,100    

63 260,900  293,100  330,200  352,500  396,600    

64 261,200  293,700  330,800  353,100  397,100    

             

65 261,500  294,200  331,400  353,800  397,700    

66 261,800  294,800  332,100  354,300  398,200    

67 262,100  295,500  332,700  354,900  398,800    

68 262,400  296,100  333,300  355,500  399,400    
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69 262,700  296,700  333,900  355,800  399,900   

70 263,000  297,300  334,100  356,300  400,400   

71 263,300  297,900  334,500  356,700  400,800   

72 263,500  298,500  335,000  357,200  401,200   

            

73 263,700  299,100  335,600  357,700  401,500   

74 264,000  299,600  336,100  358,200  402,000   

75 264,300  300,000  336,600  358,700  402,400   

76 264,500  300,400  337,000  359,100  402,800   

            

77 264,700  300,700  337,600  359,400  403,200   

78 265,000  301,000  338,100  359,700     

79 265,300  301,200  338,500  359,900     

80 265,500  301,500  339,000  360,200     

            

81 265,700  301,800  339,500  360,700     

82 266,000  302,000  339,800  361,000     

83 266,300  302,300  340,000  361,300     

84 266,500  302,600  340,300  361,600     

            

85 266,700  302,800  340,700  362,000     

86   303,000  341,100  362,300     

87   303,200  341,400  362,600     

88   303,400  341,700  362,900     

            

89   303,800  342,000  363,300     

90   304,000  342,200  363,600     

91   304,200  342,600  363,800     

92   304,400  342,900  364,100     

            

93   304,800  343,100  364,400     

94   305,000  343,400  364,800     

95   305,200  343,700  365,200     

96   305,500  343,900  365,600     

            

97   305,800  344,100  366,100     

98   306,000  344,400  366,500     

99   306,200  344,700  366,900     

100   306,500  344,900  367,300     

            

101   306,800  345,100  367,800     

102   307,000  345,300       

103   307,200  345,700       

104   307,500  345,900       
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105  307,800  346,100     

106    346,400     

107    346,800     

108    347,200     

         

109    347,400     

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 円 円 円 円 円 

201,300 227,900 257,300 271,300 297,800 340,000 

  備考 この表は、薬剤師、管理栄養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。 
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職員

の区

分 

 職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員以 

外の 

職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円 円 円 円 円 円 円 

1 221,700  254,700  293,900  307,300  330,800  373,400  428,500  

2 223,600  256,800  294,400  307,800  331,800  375,100  430,700  

3 225,400  259,000  294,900  308,300  332,800  376,800  432,900  

4 227,100  261,200  295,400  308,800  333,700  378,500  435,000  

               

5 228,800  263,400  295,800  309,300  334,700  380,300  436,900  

6 230,700  264,400  296,300  309,800  335,900  382,300  438,800  

7 232,500  265,200  296,800  310,400  337,100  384,300  440,600  

8 234,200  266,100  297,200  310,800  338,300  386,300  442,500  

               

9 235,900  266,900  297,600  311,300  339,200  388,000  444,200  

10 237,800  268,000  298,100  311,800  340,400  390,100  445,800  

11 239,700  269,100  298,600  312,400  341,500  392,200  447,600  

12 241,600  270,000  299,100  312,900  342,600  394,200  449,200  

               

13 243,400  270,800  299,500  313,300  343,600  396,100  450,500  

14 245,400  271,500  300,000  313,900  344,700  397,700  451,800  

15 247,400  272,200  300,400  314,600  345,800  399,500  453,400  

16 249,400  273,000  300,900  315,200  346,900  401,300  455,000  

               

17 251,400  274,100  301,400  315,800  348,000  403,000  456,700  

18 253,400  275,000  301,800  316,700  349,100  404,700  458,300  

19 255,500  275,900  302,300  317,500  350,200  406,700  459,800  

20 257,500  276,800  302,700  318,400  351,300  408,400  461,200  

               

21 259,400  277,800  303,200  319,200  352,400  410,100  462,300  

22 260,600  278,800  303,600  320,100  353,600  411,800  463,600  

23 261,700  279,700  304,100  321,000  354,700  413,600  464,900  

24 262,800  280,700  304,500  321,800  355,800  415,400  466,400  

               

25 263,900  281,500  305,000  322,600  356,800  417,000  467,400  

26 264,700  282,400  305,600  323,400  358,100  418,700  468,000  

27 265,600  283,300  306,300  324,300  359,400  420,500  468,700  

28 266,400  284,200  307,000  325,200  360,700  422,300  469,300  

               

29 267,200  285,200  307,700  325,900  361,900  423,800  470,200  

30 267,900  285,900  308,400  327,000  363,400  425,300  470,900  

31 268,600  286,600  309,100  328,100  364,900  426,800  471,700  

32 269,300  287,300  309,900  329,100  366,400  428,100  472,500  

        

 ウ 医療職給料表（３） 
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33 270,100  287,900  310,600  330,200  367,600  429,300  473,200  

34 270,700  288,500  311,400  331,200  369,100  430,400  473,900  

35 271,300  289,000  312,100  332,300  370,500  431,600  474,600  

36 271,800  289,400  312,800  333,400  371,900  432,800  475,400  

               

37 272,400  289,800  313,500  334,500  373,300  434,100  476,200  

38 273,100  290,400  314,300  335,600  374,300  435,200  477,000  

39 273,800  290,900  315,100  336,700  375,700  436,400  477,700  

40 274,500  291,300  315,900  337,800  377,000  437,600  478,400  

               

41 275,200  291,700  316,500  338,600  378,300  438,800  479,200  

42 275,800  292,200  317,400  339,700  379,700  439,800    

43 276,500  292,600  318,400  340,800  381,000  440,900    

44 277,100  293,100  319,300  341,800  382,300  442,000    

               

45 277,900  293,600  320,100  342,700  383,800  443,000    

46 278,600  294,000  321,100  343,600  385,000  443,500    

47 279,300  294,500  322,100  344,600  386,100  444,000    

48 279,900  294,900  323,000  345,600  387,300  444,400    

               

49 280,400  295,400  323,900  346,800  388,400  445,000    

50 280,900  295,800  324,800  348,100  389,300  445,500    

51 281,300  296,300  325,800  349,300  390,300  445,900    

52 281,700  296,800  326,800  350,500  391,200  446,400    

               

53 282,000  297,200  327,600  351,400  391,800  446,900    

54 282,500  297,600  328,500  352,600  392,600  447,300    

55 282,900  298,100  329,500  353,700  393,400  447,600    

56 283,300  298,500  330,400  355,000  394,200  447,900    

               

57 283,700  299,000  331,300  356,000  394,900  448,300    

58 284,100  299,700  332,200  356,900  395,600      

59 284,400  300,400  333,200  358,000  396,300      

60 284,700  301,100  334,100  359,200  396,900      

               

61 285,100  301,800  335,000  360,300  397,500      

62 285,500  302,700  336,100  361,500  398,100      

63 285,900  303,600  337,300  362,700  398,800      

64 286,200  304,300  338,500  363,700  399,400      

               

65 286,500  305,000  339,200  364,700  400,100      

66 286,900  305,900  340,300  365,700  400,600      

67 287,300  306,700  341,400  366,800  401,200      

68 287,600  307,500  342,300  367,900  401,700      
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69 288,000  308,200  343,400  368,700  402,100    

70 288,500  309,100  344,100  369,800  402,700    

71 288,900  310,000  345,200  370,900  403,100    

72 289,200  310,800  346,300  371,900  403,400    

             

73 289,600  311,700  347,400  372,600  403,700    

74 290,100  312,500  348,600  373,400  404,200    

75 290,600  313,400  349,700  374,200  404,600    

76 291,100  314,300  350,800  374,900  404,900    

             

77 291,600  315,100  351,900  375,500  405,200    

78 292,100  316,000  353,000  376,000  405,700    

79 292,700  317,000  354,000  376,500  406,200    

80 293,100  317,900  355,100  377,000  406,600    

             

81 293,600  318,400  356,000  377,600  406,900    

82 294,000  319,200  357,000  378,100  407,300    

83 294,500  320,100  357,900  378,600  407,800    

84 295,000  320,900  358,900  379,100  408,200    

             

85 295,400  321,700  359,800  379,500  408,600    

86 295,800  322,600  360,600  379,900      

87 296,300  323,600  361,400  380,500      

88 296,800  324,600  362,200  381,000      

             

89 297,200  325,500  362,800  381,300      

90 297,700  326,500  363,400  381,800      

91 298,200  327,500  364,000  382,100      

92 298,700  328,500  364,600  382,400      

             

93 299,200  329,300  365,000  383,000      

94 299,600  330,000  365,400  383,500      

95 300,100  330,700  365,900  384,000      

96 300,700  331,300  366,300  384,500      

             

97 301,300  331,800  366,800  385,100      

98 301,800  332,100  367,200  385,600      

99 302,300  332,600  367,700  386,100      

100 302,800  333,200  368,100  386,500      

             

101 303,200  333,600  368,400  387,100      

102 303,700  334,100  368,900  387,600      

103 304,100  334,700  369,200  388,100      

104 304,500  335,200  369,500  388,600      
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105 304,900  335,600  369,900  389,200     

106 305,300  336,100  370,400  389,600     

107 305,700  336,600  370,900  390,100     

108 306,000  337,100  371,400  390,600     

            

109 306,200  337,500  371,900  391,200     

110 306,500  337,800  372,400       

111 306,700  338,100  372,900       

112 307,000  338,400  373,300       

            

113 307,300  338,700  373,700       

114 307,500  339,100  374,100       

115 307,800  339,400  374,600       

116 308,000  339,700  375,100       

            

117 308,300  339,900  375,500       

118 308,500  340,200  376,000       

119 308,800  340,500  376,500       

120 309,100  340,700  377,000       

            

121 309,400  340,900  377,300       

122 309,700  341,200         

123 310,000  341,500         

124 310,300  341,800         

            

125 310,500  342,000         

126 310,700  342,300         

127 311,000  342,600         

128 311,400  342,800         

            

129 311,600  343,000         

130 311,900  343,200         

131 312,200  343,500         

132 312,600  343,700         

            

133 312,800  344,000         

134 313,100  344,400         

135 313,400  344,800         

136 313,700  345,200         

            

137 313,900  345,500         

138 314,200  345,900         

139 314,500  346,300         

140 314,800  346,700         
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141 315,000  347,000       

142 315,300  347,400       

143 315,700  347,700       

144 316,000  348,100       

          

145 316,200  348,400       

146 316,400  348,800       

147 316,700  349,200       

148 317,000  349,600       

          

149 317,200  349,900       

150 317,400  350,300       

151 317,700  350,700       

152 318,000  351,100       

          

153 318,400  351,400       

154 318,600         

155 318,800         

156 319,100         

          

157 319,400         

158 319,700         

159 320,000         

160 320,300         

          

161 320,700         

162 321,000         

163 321,300         

164 321,600         

          

165 322,000         

166 322,300         

167 322,600         

168 322,900         

          

169 323,300         

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

基準給料 

月額 

円 円 円 円 円 円 円 

248,800  269,700  277,300  288,100  305,100  343,600  389,000  

  備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で規則で定めるものに適用する。 
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第２条 甲府市職員給与条例の一部を次のように改正する。 

第４８条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２６．２５」 

に、「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改め、同条第３ 

項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「１００分の 

７２．５」を「１００分の７１．２５」に、「１００分の１０７．５」を  

「１００分の１０６．２５」に、「１００分の６２．５」を「１００分の  

６１．２５」に改める。 

第４８条の４第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の  

１０６．２５」に、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に 

改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に、 

「１００分の６２．５」を「１００分の６１．２５」に改める。 

 （甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第３条 甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成１９ 

年１２月条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項の表中「３９２，０００」を「４０５，０００」に、 

「４４０，０００」を「４５５，０００」に、「４９２，０００」 を 

「５０８，０００」に、「５５５，０００」を「５７４，０００」に改める。 

第 ９ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 １ ０ ０ 分 の １ ２ ５ 」 を 「 １ ０ ０ 分 の 

１２７．５」に、「１００分の９５」を「１００分の９７．５」に、「１００分

の１０５」を「１００分の１０７．５」に、「１００分の８７．５」を「１００

分の９０」に改める。 

第４条 甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を次 

のように改正する。 

 第９条第２項及び第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の  

１２６．２５」に、「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に、  

「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の  

９０」を「１００分の８８．７５」に改める。 

  附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から
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施行する。 

⑴ 第１条及び第３条並びに次項から附則第５項までの規定 公布の日 

⑵ 第２条及び第４条の規定 令和８年４月１日 

２ 第１条の規定による改正後の甲府市職員給与条例（次項及び附則第４項におい

て「改正後の給与条例」という。）第３０条第１項及び第２項並びに第４９条の

２第１項第１号並びに別表第３及び別表第４の規定並びに第３条の規定による改

正後の甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（次項及び

附則第４項において「改正後の任期付職員条例」という。）第７条第１項の規定

は、令和７年４月１日から適用する。 

３ 改正後の給与条例第４８条第２項及び第３項並びに第４８条の４第２項の規定 

並びに改正後の任期付職員条例第９条第２項及び第３項の規定は、令和７年１２

月１日から適用する。 

（給与の内払） 

４ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合において 

は、第１条の規定による改正前の甲府市職員給与条例又は第３条の規定による改

正前の甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基

づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条

例の規定による給与の内払とみなす。 

（規則への委任） 

５ この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５３号 

   特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例（昭和５１年７月条例 

第２２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「１００分の２２７．５」を「１００分の２３２．５」に改める。 

第２条 特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の一部を次のように改 

正する。 

  第３条中「１００分の２３２．５」を「１００分の２３０」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月 

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条 

例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和７年１２月１日から適用す

る。 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の 

特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された

期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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 甲府市学校職員給与条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５４号 

   甲府市学校職員給与条例の一部を改正する条例 

第１条 甲府市学校職員給与条例（昭和２８年１月条例第５号）の一部を次のよう 

に改正する。 

  第２４条中「４，４００円」を「４，７００円」に、「６，６００円」を    

「７，０５０円」に、「２万２，０００円」を「２万３，５００円」に改める。 

第２６条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改め、

同条第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分

の７０」を「１００分の７２．５」に改める。 

第２７条第２項第１号中「１００分の１０５」を「１００分の１０７．５」に

改め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００分の５２ . ５」に改める。 

 別表第１を次のように改める。 
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職員

の区

分 

 職務
の級 １級 ２級 特２級 ３級 ４級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円 円 円 円 円 

1 212,900  259,800  332,500  389,400  464,700  

2 215,300  261,200  334,300  390,900  466,500  

3 217,600  262,600  336,100  392,300  468,300  

4 219,900  264,000  337,800  393,700  470,100  

      

5 222,100  265,400  339,400  395,100  471,800  

6 224,400  266,600  341,300  396,500  473,500  

7 226,600  267,800  343,200  398,000  475,400  

8 228,800  269,000  345,000  399,400  477,200  

      

9 231,000  270,300  346,800  400,700  478,900  

10 233,200  271,400  348,800  402,100  480,500  

11 235,400  272,500  350,600  403,600  482,100  

12 237,600  273,700  352,300  405,100  483,600  

      

13 239,800  275,000  354,000  406,400  485,100  

14 241,900  276,700  355,700  407,900  486,400  

15 244,000  278,400  357,200  409,400  487,800  

16 246,100  280,100  358,800  410,900  489,100  

      

17 248,200  281,800  360,400  412,300  490,300  

18 250,000  283,800  361,700  413,900  490,900  

19 251,700  286,000  362,900  415,500  491,500  

20 253,400  288,200  364,000  417,000  492,200  

      

21 255,100  290,400  365,300  418,200  492,800  

22 256,400  292,600  366,900  419,600   

23 257,700  294,800  368,500  421,000   

24 258,900  296,900  370,000  422,300   

      

25 260,100  298,900  371,400  423,900   

26 261,300  300,800  373,000  425,300   

27 262,500  302,700  374,500  426,600   

28 263,700  304,500  376,000  428,000   

      

29 264,800  306,300  377,500  429,400   

30 265,800  308,200  379,100  430,700   

31 266,900  310,000  380,700  432,200   

別表第１（第９条関係） 

  高等学校教育職給料表 
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 32 267,900  311,700  382,200  433,700   

      

33 269,000  313,400  383,700  435,300   

34 270,100  315,200  385,300  436,700   

35 271,300  316,900  386,800  438,300   

36 272,600  318,500  388,300  439,800   

      

37 273,800  320,100  389,800  441,500   

38 274,900  321,800  391,300  443,000   

39 276,100  323,600  392,800  444,600   

40 277,200  325,300  394,200  446,200   

      

41 278,500  326,600  395,500  447,700   

42 279,500  328,500  397,000  449,200   

43 280,500  330,300  398,400  450,400   

44 281,400  332,000  399,800  451,600   

      

45 282,000  333,600  401,300  452,800   

46 282,800  335,500  402,900  454,100   

47 283,600  337,200  404,500  455,300   

48 284,400  338,900  405,900  456,500   

      

49 285,100  340,600  407,100  457,600   

50 285,900  342,300  408,500  458,800   

51 286,600  344,000  409,900  460,000   

52 287,400  345,700  411,200  461,200   

      

53 288,200  347,400  412,400  462,400   

54 289,000  348,700  413,600  463,600   

55 289,700  350,000  414,900  464,800   

56 290,500  351,300  416,200  466,000   

      

57 291,200  352,800  417,500  467,100   

58 291,800  354,400  418,800  467,700   

59 292,600  355,900  420,200  468,200   

60 293,400  357,500  421,400  468,700   

      

61 294,100  358,900  422,600  469,200   

62 294,700  360,500  424,000    

63 295,500  362,100  425,400    

64 296,100  363,500  426,700    

      

65 297,100  365,000  427,900    

66 297,900  366,600  429,100    

67 298,600  368,200  430,400    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 35 -



 

 68 299,300  369,700  431,800    

      

69 299,900  371,200  433,100    

70 300,600  372,800  434,300    

71 301,300  374,300  435,300    

72 302,000  375,800  436,500    

      

73 302,700  377,300  437,700    

74 303,400  378,900  438,800    

75 304,100  380,500  440,000    

76 304,600  382,000  441,000    

      

77 305,200  383,400  442,100    

78 305,800  384,800  443,100    

79 306,500  386,200  444,100    

80 307,100  387,500  445,100    

      

81 307,600  388,800  446,000    

82 308,200  390,200  446,800    

83 308,900  391,500  447,600    

84 309,600  392,800  448,400    

      

85 310,200  393,900  449,100    

86 311,000  395,300  449,500    

87 311,700  396,600  449,900    

88 312,300  397,900  450,300    

      

89 313,000  399,100  450,700    

90 313,800  400,400  451,000    

91 314,600  401,500  451,300    

92 315,400  402,700  451,500    

      

93 315,900  403,900  451,800    

94 316,700  405,000  452,100    

95 317,500  406,200  452,400    

96 318,300  407,400  452,600    

      

97 318,900  408,800  452,800    

98 319,600  409,800     

99 320,400  410,800     

100 321,100  411,800     

      

101 321,900  412,700     

102 322,700  413,700     

103 323,600  414,800     
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 104 324,400  415,900     

      

105 325,000  416,600     

106 325,800  417,500     

107 326,600  418,400     

108 327,400  419,300     

      

109 328,100  420,100     

110 328,500  420,900     

111 328,800  421,700     

112 329,300  422,500     

      

113 329,800  423,100     

114 330,200  423,800     

115 330,600  424,500     

116 331,000  425,200     

      

117 331,500  425,800     

118 332,000  426,300     

119 332,400  426,600     

120 332,900  426,900     

      

121 333,400  427,200     

122 333,800  427,500     

123 334,200  427,800     

124 334,700  428,000     

      

125 335,200  428,200     

 126 335,500  428,500     

 127 335,800  428,800     

 128 336,100  429,000     

       

 129 336,300  429,200     

 130 336,600  429,500     

 131 336,900  429,800     

 132 337,100  430,000     

       

 133 337,300  430,200     

 134 337,500  430,500     

 135 337,700  430,800     

 136 338,000  431,000     

       

 137 338,300  431,200     

 138 338,500  431,500     

 139 338,800  431,800     
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 140 339,100  432,000     

      

141 339,300  432,200     

142 339,500  432,500     

143 339,800  432,800     

144 340,000  433,000     

      

145 340,300  433,200     

146 340,500      

147 340,800      

148 341,100      

      

149 341,300      

150 341,500      

151 341,800      

152 342,100      

      

153 342,300      

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

247,200  288,900  319,100  348,200  436,000  

  備考 

１ この表は、高等学校に勤務する職員に適用する。 

２ この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が３級である職員の給料月額は、この表の

額に７，７００円をそれぞれ加算した額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３を次のように改める。 
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職員

の区

分 

 職務
の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 円 円 円 円 円 

1 244,100  277,500  360,000  464,500  537,300  

2 247,000  279,300  362,200  473,300  543,400  

3 250,100  281,100  364,400  481,800  549,500  

4 253,100  282,800  366,600  489,600  554,800  

      

5 256,300  284,400  368,500  495,500  558,800  

6 259,600  285,900  370,800  500,100  562,300  

7 262,800  287,400  373,100  504,400  565,000  

8 266,000  288,900  375,600  508,400  567,300  

      

9 269,000  290,400  377,800  512,400  569,300  

10 270,800  292,200  379,900  515,800   

11 272,500  294,100  382,000  519,000   

12 274,100  295,900  384,000  522,300   

      

13 275,700  297,800  385,900  525,200   

14 277,000  299,700  387,500  527,600   

15 278,400  301,600  389,000  530,000   

16 279,700  303,500  390,600  532,000   

      

17 281,000  305,500  392,200  534,000   

18 282,100  308,000  393,500    

19 283,100  310,600  394,800    

20 284,000  313,200  396,000    

      

21 285,400  315,800  397,300    

22 286,700  318,300  398,900    

23 288,100  320,700  400,500    

24 289,400  323,000  402,000    

      

25 290,800  325,100  403,400    

26 292,300  327,200  404,900    

27 293,700  329,300  406,400    

28 295,100  331,400  407,900    

      

29 296,400  333,400  409,200    

30 297,700  335,000  410,600    

31 299,000  336,500  411,900    

別表第３（第９条関係） 

 商科専門学校教育職給料表 
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 32 300,400  338,000  413,200    

      

33 301,800  339,500  414,100    

34 303,100  341,100  415,300    

35 304,400  342,600  416,400    

36 305,200  344,100  417,500    

      

37 305,900  345,500  418,500    

38 306,700  346,900  419,600    

39 307,500  348,200  420,700    

40 308,300  349,400  421,800    

      

41 309,000  350,600  422,900    

42 309,800  352,300  424,000    

43 310,500  353,900  425,200    

44 311,000  355,700  426,400    

      

45 311,500  357,300  427,500    

46 312,000  358,900  428,900    

47 312,400  360,400  430,400    

48 312,800  361,800  431,900    

      

49 313,300  363,300  433,300    

50 313,700  364,900  434,200    

51 314,100  366,300  435,100    

52 314,400  367,700  435,900    

      

53 314,700  369,100  436,700    

54 315,100  370,100  437,700    

55 315,400  371,100  438,700    

56 315,800  372,000  439,400    

      

57 316,100  373,100  440,100    

58 316,400  374,300  440,900    

59 316,800  375,600  441,700    

60 317,100  376,900  442,600    

      

61 317,500  378,200  443,600    

62 317,800  379,500  444,600    

63 318,100  380,700  445,500    

64 318,400  381,900  446,400    

      

65 318,800  383,100  447,100    

66 319,100  384,400  448,000    

67 319,500  385,600  448,800    
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 68 319,800  386,800  449,600    

      

69 320,200  388,000  450,500    

70 320,500  389,300  451,300    

71 320,900  390,500  452,100    

72 321,300  391,700  453,000    

      

73 321,600  392,900  453,700    

74 322,000  394,200  454,100    

75 322,500  395,500  454,500    

76 322,900  396,700  454,900    

      

77 323,200  397,800  455,300    

78 323,700  398,900  455,800    

79 324,100  400,000  456,200    

80 324,500  401,200  456,600    

      

81 324,900  402,600  456,800    

82 325,300  404,000  457,200    

83 325,700  405,400  457,500    

84 326,100  406,800  457,800    

      

85 326,500  407,800  458,000    

86 327,000  409,100  458,200    

87 327,500  410,400  458,500    

88 328,000  411,700  458,800    

      

89 328,300  412,900  459,000    

90 328,700  413,800  459,300    

91 329,100  414,800  459,600    

92 329,500  415,900  459,800    

      

93 330,000  416,700  460,000    

94 330,400  417,800  460,300    

95 331,000  418,900  460,600    

96 331,500  419,800  460,800    

      

97 331,900  420,700  461,000    

98 332,300  421,600     

99 332,600  422,500     

100 332,900  423,400     

      

101 333,200  424,200     

102 333,500  425,200     

103 333,800  426,100     
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104 334,100  427,100     

      

105 334,500  427,700     

106 334,900  428,400     

107 335,400  429,100     

108 335,800  429,600     

      

109 336,200  430,000     

110 336,700  430,400     

111 337,100  430,700     

112 337,500  431,000     

      

113 337,800  431,200     

114 338,300  431,500     

115 338,600  431,800     

116 339,000  432,100     

      

117 339,300  432,300     

118 339,700  432,600     

119 340,200  432,900     

120 340,700  433,100     

      

121 340,900  433,300     

122 341,300  433,600     

123 341,600  433,900     

124 341,900  434,100     

      

125 342,100  434,300     

126 342,400      

127 342,900      

128 343,300      

      

129 343,500      

130 343,900      

131 344,400      

132 344,800      

      

133 345,000      

134 345,400      

135 345,800      

136 346,000      

      

137 346,300      

138 346,700      
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 139 347,100      

140 347,500      

      

141 348,000      

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円 

261,600  309,200  327,300  393,900  491,600  

  備考 この表は、商科専門学校に勤務する職員に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 甲府市学校職員給与条例の一部を次のように改正する。 

 第２７条の２第２項中「８，０００円」を「８，６００円」に、「の別に応じ

て」を「（定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級）の別に応じ、校

務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」に改め、同条第３項中「前

２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項

を加える。 

３ 前項の「校務類型」とは、次に掲げる校務の種類をいう。 

⑴ 学級を担任する業務 

⑵ 前号に掲げるもの以外の校務 

別表第１備考第２項中「、この表の額に７，７００円」を「同表の額に 

１１，５００円を、その職務の級が４級である職員の給料月額は同表の額に 

３，８００円」に改める。 

第３条 甲府市学校職員給与条例の一部を次のように改正する。 

第２６条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に 

改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」  

に、「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」に改める。 

第２７条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の 

１０６．２５」に改め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の 

５１．２５」に改める。 

  附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す  
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る。 

⑴ 第１条及び次項から附則第５項までの規定 公布の日 

⑵ 第２条の規定 令和８年１月１日 

⑶ 第３条の規定 令和８年４月１日 

２ 第１条の規定による改正後の甲府市学校職員給与条例（次項及び附則第４項に

おいて「改正後の条例」という。）第２４条並びに別表第１及び別表第３の規定

は、令和７年４月１日から適用する。 

３ 改正後の条例第２６条第２項及び第３項並びに第２７条第２項の規定は、令和

７年１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

４ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

甲府市学校職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規

定による給与の内払とみなす。 

（教育委員会への委任） 

５ この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 
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規則  
 

 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７８号 

 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

 第１号様式を次のように改める。 
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第１号様式 

 

 

(表面) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 第     号 

 

徴 税 吏 員 証 

 

部 

 

氏 名 

 

 

年  月  日生   

    年   月   日 

 

甲府市長          印 

 

6㎝
 

   

 

    
9cm 

  

    

 

 

(裏面) 

  1 本証は、市税の賦課徴収に関する事務を行う場合には、必ず携帯しなければな

らない。 

 

2 本証は、関係人の請求があったときは何時でもこれを呈示しなければならな

い。 

 

3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

 

4 本証の有効期間は、発行の日から3年とする。 
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 第２３号様式（その２）及び第２３号様式（その３）を次のように改める。 

第２３号様式（その２） 
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第２３号様式（その３） 

 

（継続検査用）

上記のとおり証明します。

　年　　月　　日

山梨県甲府市長
印

年度軽自動車税（種別割）納税証明書

住　　所
（所　在　地）

有 効 期 限

備　　　　考

氏　　名
(名　　称)

車　両　番　号

納 税 済 年 月 日

 

 第２３号様式（その４）及び第３８号様式（その１の２）を削る。 

 第３８号様式（その１の１）を第３８号様式（その１）とし、同様式を次のよう

に改める。 
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第３８号様式（その１） 

 

軽
自

動
車

税
（種

別
割

）納
税

証
明

書
甲

府
市

口
座

記
号

番
号

（継
続

検
査

用
）

山
梨

県
甲

府
市

長

山
梨

県
甲

府
市

長

甲
府

市
納

付
書

（納
入

済
通

知
書

）
納

付
書

（原
符

）
通

知
書

番
号

　
　

　
　

 年
度

軽
自

動
車

税
（種

別
割

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
軽

自
動

車
税

（種
別

割
）納

税
通

知
書

兼
領

収
証

書
加

入
者

名
　

　
　

甲
府

市
会

計
管

理
者

加
入

口
座

記
号

納
付

合
計

軽
自

動
車

税
（種

別
割

）
者

名
番

号
金

額

標
識

番
号

　
　

　
　

 年
度

甲
府

市
会

計
管

理
者

円
有

効
期

限

収
納

機
関

納
付

確
認

納
付

番
号

番
号

番
号

区
分

口
座

記
号

番
号

加
入

者
名

　
甲

府
市

会
計

管
理

者

延
滞

金

納
期

限
通

知
書

番
号

年
度

期
別

税
(料

)額
円 円

備
考

合
計

金
額

円

納
 税

 義
 務

 者

印
税

(料
)額

円
延

 滞
 金

円
領

収
日

付
印

通
知

書
番

号

合
計

金
額

円
納

期
限

コ ン ビ ニ 等 収 納 用

指
定

期
限

納
　

  
 期

　
  

 限

領
収

日
付

印
延

　
　

滞
　

　
金

円
 

賦
　

課
　

年
　

度

標
　

識
　

番
　

号

税
  

 （
料

） 
  

額
円

 
車

　
　

　
　

　
　

種

課
　

税
　

年
　

度
領

収
日

付
印

合
　

計
　

金
　

額
円

 
領

収
日

付
印

納
 　

税
義

務
者

バ
ー

コ
ー

ド
使

用
期

限

上
記

の
と

お
り

決
定

し
ま

し
た

の
で

通
知

い
た

し
ま

す
。

通
知

日
 　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

指
定

期
限

印

公
公

公
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 第３８号様式（その２）を次のように改める。 

第３８号様式（その２） 
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 第３９号様式（その１）中「㊞」を削り、「第６７条の３第２項」を「第６７条

の３第３項」に、 

「 

  

 

 

 を 

 

 

 

 

」 

 

「 

 

  

 に 

 

 

 

 

 

」 

改める。 

 第３９号様式（その２）及び第３９号様式の２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

車 台 番 号  用 途   

総 排 気 量 又 は 定 格 出 力  形 状   

主  た  る  定  置  場  

減免を受けようとする税額  

減免を受けようとする事由  

減免を受けようとする事由を  

証 明 す る も の 

 

添 付 書 類  

車 台 番 号  用 途   形 状   

総 排 気 量 又 は 定 格 出 力  
最 高

出 力  
 型 式  

 

主  た  る  定  置  場  

減免を受けようとする税額  

減免を受けようとする事由  

減免を受けようとする事由を 

証 明 す る も の 
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第３９号様式（その２） 

 

第３９号様式（その２）     
 

身体障がい者等軽自動車税(種別割)減免申請書 

年  月  日  

（あて先）                           

甲府市長 

申

請

者 

（
納
税
義
務
者
） 

住 所 
 

（電話         ） 

氏 名   

個 人 番 号 
   身体障がい者

等 と の 関 係 

 

            

 次の軽自動車等について、    年度の軽自動車税(種別割)の減免を受けたいので、

甲府市市税条例第６７条の３第１項の規定により申請します。 

軽

自

動

車

等 

車 両 番 号  種 別  

主 た る 

定 置 場 
 

用 途 及 び 

使 用 目 的 
 

総排気量又

は定格出力 
 最 高 出 力  

身

体

障

が

い

者

等 

住 所 
□納税義務者に同じ 

 

氏 名 
□納税義務者に同じ 

 

生 年 月 日 

及 び 年 齢 

年 月 日  

  歳  

手 帳 の 

番 号 
 

手 帳 の 

交 付 年 月 日 
 

障 害 名 

及 び 障 害

の 程 度 

 手 帳 の 種 類 
□身体 □戦傷 

□療育 □精神  

運

転

者 

住 所 
□納税義務者に同じ 

 

氏 名 
□納税義務者に同じ 

 

身体障がい者

等 と の 関 係 
 

免 許 証 
番号  

交 付 年 月 日    年 月 日  

有 効 期 限    年 月 日  

種類  条 件  

添付書類(職員確認欄) □手帳 □車検証 □運転免許証 / □減免資格証明書 □自立支援医療受給者証 
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第３９号様式の２ 
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 第４０号様式中「㊞」を削り、「第６７条の３第３項」を「第６７条の３第４  

項」に、 

「 

  

 を 

 

」 

「 

  

 

                                   

届
出
者(

※) 

現 住 所   

氏 名   

連 絡 先   続 柄   

( 職 員 確 認 欄 )  本 人 確 認  □運転免許証   □その他 (    )  

 ※届出者が本人以外の場合はご記入ください。  

                                  」 

改める。 

 第４２号様式及び第４３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免事由消滅理由   

添付書類   

減免事由消滅理由   

に  
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第４２号様式 
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第４３号様式 

 

原動機付自転車・小型特殊自動車 

試乗標識貸与申請書 

 

 

  年  月  日 

 

（あて先）甲 府 市 長 

 

申 請 者 

住所（法人の場合は、所在地） 

 

 

 

氏名（法人の場合は、名称及び代表者名） 

 

 

 

甲府市市税条例第６８条の２第１項の規定により、次のとおり試乗標識の貸与を申請

します。 

 

主たる定置場 

 

 

電話番号 

 

 

氏名（法人の場合は、名称及び代表者名） 

  

 

  ※甲府市記入欄 

標識番号  貸与日  
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附 則 

１ この規則は、令和８年１月５日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の甲府市市税条

例施行規則（以下「旧規則」という。）に規定する徴税吏員証は、この規則によ

る改正後の徴税吏員証とみなす。 

３ この規則の施行の際現に存する旧規則第３９号様式（その１）、第３９号様式

（その２）、第４０号様式及び第４３号様式による用紙は、当分の間、所要の調

整をして使用することができる。 
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甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年１２月２４日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第７９号 

   甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則（令和３年４月規則第２１号）の一部

を次のように改正する。 

 第９条を第１０条とし、第８条を第９条とする。 

 第７条中「第４号様式」を「第６号様式」に改め、同条を第８条とする。 

 第６条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。 

 （利用料金の額に係る承認） 

第６条 指定管理者は、条例第９条第２項に規定する利用料金の額に係る承認を受

けようとするときは、あらかじめ市長に甲府市子ども屋内運動遊び場の利用料金

承認申請書（第４号様式。以下「承認申請書」という。）を提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する承認申請書の提出があった場合において、その内容が

適当であると認めるときは、甲府市子ども屋内運動遊び場の利用料金承認決定書

（第５号様式）により指定管理者に通知するものとする。 

 第４号様式中「第７条」を「第８条」に改め、同様式を第６号様式とし、第３号

様式の次に次の２様式を加える。 
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第４号様式（第６条関係） 

 

第１号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）甲府市長  

 

         所在地 

 

    指定管理者 名 称 

 

            代表者        印 

 

 

甲府市子ども屋内運動遊び場の利用料金承認申請書 

 甲府市子ども屋内運動遊び場条例施行規則第６条第１項の規定により、甲府

市子ども屋内運動遊び場の利用料金について承認を受けたいので、次のとおり

申請します。 

 

 

１ 利用料金の種別及び額 

 

 

 

２ 適用年月日 

 

    年  月  日から 
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第５号様式（第６条関係） 

 

第２号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

   様 

 

 

                     甲府市長            

 

 

甲府市子ども屋内運動遊び場の利用料金承認決定書 

   年  月  日付けで申請のあった甲府市子ども屋内運動遊び場の利用

料金について、次のとおり承認します。 

 

 

１ 利用料金の種別及び額 

 

 

 

２ 適用年月日 

 

    年  月  日から 

 

 

 

  

 

 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８０号  号 

 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１６条の５の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条に次の１項を加え  

る。 

２ 普通徴収に係る保険料の納付は、納付書（第４号様式の２の２）又は口座振替

により行うものとする。 

 第４号様式の２の次に次の１様式を加える。 
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第４号様式の２の２（第１６条の５関係） 

 

領
収

日
付

印

氏 　 名

納 付 者

取
扱

期
限

通
知

書
番

号
期

　
　

　
　

別

甲
府

市

領
収

日
付

印

円

科
　

　
　

　
目

納
期

限

円

収 納 用

コ ン ビ ニ 等

領
収

日
付

印
年

　
　

　
　

度
納

付
合

計
額

納
 付

 番
 号

督
促

手
数

料
円

確
 認

 番
 号

納
 付

 区
 分

延
滞

金

納
付

区
分

納
付

者
氏

名

納
付

金
額

円

期
別

金
　

　
　

　
 額

番
 　

号

納
 　

期
　

 限
納

付
番

号

確
認

番
号

期
別

通
知

書
納

期
限

番
　
　
　
号

番
号

番
号

区
分

円
 

納
 付

 合
 計

対
象

年
度

確
認

納
付

通
知

書
番

号

者
名

金
　
　
　
額

番
号

科
目

口
座

記
号

番
号

収
納

機
関

納
付

円
加

 入
 者

 名
　

甲
府

市
会

計
管

理
者

年
度

記
号

　
　

　
　

　
年

度
国

民
健

康
保

険
料

　
納

入
済

通
知

書
納

付
者

氏
名

納
付

書
（
原

符
）

加
入

甲
府

市
会

計
管

理
者

口
座

納
付

合
計

口
座

記
号

番
号

加
入

者
名

甲
府

市
会

計
管

理
者

甲
府

市
甲

府
市

甲
府

市
　
領

収
証

書
　
　
　
　
 年

度
国

民
健

康
保

険
料

公
公

公

 

  

  附 則 

 この規則は、令和８年１月５日から施行する。 
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市立甲府病院診療規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第８１号 

   市立甲府病院診療規則の一部を改正する規則 

 市立甲府病院診療規則（昭和４２年１月規則第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 第３号様式中「全額を」を削り、 

「 

  

 

 

 

 

 

「  

連帯保証人 

記 載 欄 

  

(フリガナ) 

(電話)     ―    ― 
(氏名)          印  

(住所)            (患者との関係)  

(勤務先)              (勤務先電話)      ―    ―  

連帯保証人は、患者、親権者又は後見人と別世帯で独立の生計を営む成年者で、支払い能力の

ある身元確実な方とします。患者による診療費等の支払いがない場合、極度額（保証の上限

額）70万円の範囲内で連帯保証人が支払いの責任を負います。  

 

改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

連 帯 保 証 人  

記 載 欄  

（フリガナ）  

（電話）     ―    ―  

（氏名）            印  

（住所）           （患者との関係）  

（勤務先）            （勤務先電話）   ―    ―  

 連帯保証人は、患者、親権者又は後見人と別世帯で独立の生計を営む成年者で、支払い能力のある身元確実な

方とします。患者による診療費等の支払いがない場合、連帯保証人に請求することがあります。  

」 

を 

」 

に 
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 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８２号 

 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市病院事業の財務に関する特例を定める規則（昭和３９年４月規則第４８  

号）の一部を次のように改正する。 

 第７８条第１項第６号を次のように改める。 

 ⑹ 削除 

 第７８条第１項第１４号を次のように改める。 

 ⒁ 削除 

 第７８条第１項第１６号及び第１７号を次のように改める。 

 ⒃及び⒄ 削除 

 第７８条第１項第２０号を次のように改める。 

 ⒇ 削除 

 第７８条第１項第２３号を次のように改める。 

 （２３） 削除 

 第７８条第１項第２９号から第３２号までを次のように改める。 

 （２９）から（ ３ ２ ）まで 削除 

 第７８条第１項第３３号中「入札（見積）書」を「入札書」に改め、同項第３６

号を次のように改める。 

 （３６） 削除 

 第７８条第１項第３８号を次のように改める。 

 （３８） 削除 

 第７８条第１項第４２号中「予算流用伺」を「流用決定書」に改め、同項第４４
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号を次のように改める。 

 （４４） 削除 

 第２号様式から第４号様式までを次のように改める。 
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第２号様式（第７８条関係） 

 

第2号様式（第78条関係）収入伝票

予　算　科　目

金額

納　付　者

摘
要

起案日 年　月　日 決裁日 年　月　日

借　方　科　目 貸　方　科　目

款
項
目
節

款
項
目
節

収入伝票

予算所属  起案者

決定欄
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第３号様式（第７８条関係） 

 

第3号様式（第78条関係）支払伝票

金額

支払先・支払方法

予　算　科　目

摘
要

起案日 年　月　日 決裁日 年　月　日

借　方　科　目 貸　方　科　目

款
項
目
節

款
項
目
節

支払伝票

予算所属  起案者

決定欄
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第４号様式（第７８条関係） 

 

第4号様式（第78条関係）振替伝票

振替伝票

予算所属  起案者

決定欄

起案日 年　月　日 決裁日 年　月　日

借　方　科　目 貸　方　科　目

款
項
目
節

款
項
目
節

予　算　科　目 予　算　科　目

金額

摘
要
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 第７号様式を次のように改める。 

第７号様式 削除 

 第９号様式から第１２号様式までを次のように改める。 

第９号様式（第７８条関係） 

 

月
　

日
番

　
号

摘
　

要
予

　
算

　
額

調
　

定
　

額
残

　
額

収
　

入
　

額

　
　

款
　

　
項

　
　

目
　

　
節

収
入

予
算

整
理

簿
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第１０号様式（第７８条関係） 

  

 

月
　

日
番

　
号

摘
　

要
予

　
算

　
額

負
　

担
　

行
　

為
　

額
支

　
出

　
命

　
令

　
額

差

　
　

款
　

　
項

　
　

目
　

　
節

支
出

予
算

整
理

簿
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第１１号様式（第７８条関係） 

 

会
　

計
　

科
　

目
調

定
日

調
定

N
o

相
　

手
　

科
　

目
納

　
　

付
　

　
者

未
収

金
整

理
簿

金
 
額

摘
　

　
　

　
　

要
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第１２号様式（第７８条関係） 

  

 

 

予
 
算

 
科

 
目

決
裁

日
支

払
予

定
日

支
　

　
払

　
　

先
金

 
額

支
出

N
o

摘
　

　
　

　
　

要
所

 
属

未
払

金
整

理
簿
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 第１５号様式を次のように改める。 

第１５号様式 削除 

 第１７号様式及び第１８号様式を次のように改める。 

第１７号様式及び第１８号様式 削除 

 第２１号様式を次のように改める。 

第２１号様式 削除 

 第２４号様式を次のように改める。 

第２４号様式 削除 

 第３０号様式から第３３号様式までを次のように改める。 

第３０号様式から第３３号様式まで 削除 

 第３４号様式を次のように改める。 
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第３４号様式（第７８条関係） 

 

第34号様式（第78条関係）入札書

工事(施工)場所
又は 納入場所

住所

氏名 印

氏名 印上記代理人   氏名

（あて先）甲 府 市 長

千 百百 十

（注）代理人が入札する場合は、事前に委任状を提出し、「上記代理人」に氏名を記載のうえ押印すること。

　　　　入　  札    書　（　　回目）
(　　　　)第　　　号

入 札 金 額

十

　のうえ入札します。

円億 万 十千

業 務 名

  　　　　　年　　　月　　　日       

入  札  者

    甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）及び設計書、図面並びに現場等を了承
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 第３７号様式から第３９号様式までを次のように改める。 

第３７号様式 削除 
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第３８号様式（第７８条関係） 

 

住　       所

商号又は名称

代表者氏名 ㊞

店

　　　 年　　 　月　　 　日

債務履行の確認

千

口座番号

百十

款

千

組　合

当座

億

適格請求書発行
事業者登録番号

金　額
（税抜き）

百

百

金　額
(税込み）

億

千

うち消費税及び
地方消費税相当額

請　　　　求　　　　書

十 億

千

十

十

十

万

千

円

万 千

十

十

百

預金種別

一

万 百 一

契　約　番　号

農　協

目項 節

件　　名

金　融　機　関　名

百 一

円

十

年度

口　　座　　名　　義

フリガナ

普通
銀　行

期　　間

確認欄

円

債務履行確認年月日 　　  　年　　  　月　 　 　日

金　庫

負担行為番号
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第３９号様式 削除 

第４３号様式を次のように改める。 
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第４３号様式（第７８条関係） 

 

流用決定書

予算所属  起案者

決裁日 年　月　日

決　定　欄

起案日 年　月　日

流用・充当を受ける科目 流用・充当をする科目

摘
要

款
項
目
節

款
項
目
節

金額
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 第４５号様式を次のように改める。 

第４５号様式 削除 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８３号 

   甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７号）の一部を次の 

ように改正する。 

  第１３条の２第２項第１号中「４，４００円」を「４，７００円」に改め、同 

 項第２号中「２万１，０００円」を「２万２，５００円」に、「１万５００円」 

 を「１万１ , ２５０円」に改め、同項第３号中「５，３００円」を「５，６００ 

円」に改め、同条第４項中「２万２，０００円」を「２万３，５００円」に、  

「１万１，０００円」を「１万１，７５０円」に改める。 

第２４条の３第１項第１号中「１００分の１２４以上１００分の３１５」を  

「１００分の１２６．５以上１００分の３２２．５」に、「１００分の１４８以

上１００分の３７５」を「１００分の１５０．５以上１００分の３８２．５」に

改め、同項第２号中「１００分の１１２．５以上１００分の１２４」を「１００

分の１１５以上１００分の１２６．５」に、「１００分の１３３．５以上１００

分の１４８」を「１００分の１３６以上１００分の１５０．５」に改め、同項第

３号中「１００分の１０１」を「１００分の１０３．５」に、「１００分の 

１２１」を「１００分の１２３．５」に改め、同項第４号中「１００分の  

９２．５」を「１００分の９５」に、「１００分の１１１．５」を「１００分の

１１４」に改める。 

第２４条の４第１項第１号中「１００分の５１．５」を「１００分の５４」  

に、「１００分の６１．５」を「１００分の６４」に改め、同項第２号中  

「１００分の４８」を「１００分の５０．５」に、「１００分の５８」を  

「１００分の６０．５」に改め、同項第３号中「１００分の４６」を「１００分
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の４８．５」に、「１００分の５６」を「１００分の５８．５」に改める。 

第２条 甲府市職員給与条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第２４条の３第１項第１号中「１００分の１２６．５以上１００分の  

３２２．５」を「１００分の１２５．２５以上１００分の３１８．７５」に、 

「１００分の１５０．５以上１００分の３８２．５」を「１００分 の 

１４９．２５以上１００分の３７８．７５」に改め、同項第２号中「１００分の

１１５以上１００分の１２６．５」を「１００分の１１３．７５以上１００分の

１２５．２５」に、「１００分の１３６以上１００分の１５０．５」を「１００

分の１３４．７５以上１００分の１４９．２５」に改め、同項第３号中「１００

分の１０３．５」を「１００分の１０２．２５」に、「１００分の１２３．５」

を「１００分の１２２．２５」に改め、同項第４号中「１００分の９５」を 

「１００分の９３．７５」に、「１００分の１１４」を「１００分 の 

１１２．７５」に改める。 

第２４条の４第１項第１号中「１００分の５４」を「１００分の５２．７５」

に、「１００分の６４」を「１００分の６２．７５」に改め、同項第２号中 

「１００分の５０．５」を「１００分の４９．２５」に、「１００分の 

６０．５」を「１００分の５９．２５」に改め、同項第３号中「１００分の 

４８．５」を「１００分の４７．２５」に、「１００分の５８．５」を「１００

分の５７．２５」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月 

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の甲府市職員給与条例施行規則（以下この項におい

て「改正後の規則」という。）第１３条の２第２項及び第４項の規定は令和７年

４月１日から、改正後の規則第２４条の３第１項及び第２４条の４第１項の規定

は同年１２月１日から適用する。 

 （勤勉手当の成績率の経過措置） 

３ 当分の間、この規則による改正後の甲府市職員給与条例施行規則（以下この項 

において「新規則」という。）第２４条の３及び第２４条の４の規定による勤勉
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手当の成績率については、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとす  

る。 

⑴ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項又は第２２

条の５第１項の規定により採用された職員（次号において「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）以外の職員 １００分の２１２．５（新規則第１７条

の２に規定する特定幹部職員（次号において「特定幹部職員」という。）にあ

っては、１００分の２５２．５） 

⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 １００分の１０２．５（特定幹部職員にあっ

ては、１００分の１２２．５） 

 （雑則） 

４ 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定め 

る。 
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 甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８４号 

   甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

第１条 甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則 

（平成２０年３月規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第１号中「１００分の８７．５」を「１００分の９０」に改め、 

同項第２号中「１００分の７７．５」を「１００分の８０」に改め、同項第３号

中「１００分の７１」を「１００分の７３．５」に改める。 

第２条 甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則   

 の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項第１号中「１００分の９０」を「１００分の８８．７５」に改 

 め、同項第２号中「１００分の８０」を「１００分の７８．７５」に改め、同項 

第３号中「１００分の７３．５」を「１００分の７２．２５」に改める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年４月 

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例 

に関する条例施行規則の規定は、令和７年１２月１日から適用する。 

３ 当分の間、この規則による改正後の第４条の規定による勤勉手当の成績率につ 

いては、同条の規定にかかわらず、１００分の１７７．５の割合の範囲内で、任 

命権者が定めるものとする。 
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 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第８５号 

   技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 技能労務職員の給与に関する規則（昭和４３年３月規則第１７号）の一部を次の 

ように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 
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 職員 

の区 

分 

 職 務 
の 級 １級 ２級 ３級 ４級 

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員以 

外の 

職員 

 円 円 円 円 

1 186,200  242,000  276,300  309,800  

2 187,400  243,300  277,300  311,300  

3 188,600  244,700  278,300  312,700  

4 189,800  246,100  279,300  314,100  

         

5 191,000  247,500  280,300  315,500  

6 192,200  248,900  281,300  316,600  

7 193,400  250,300  282,200  317,600  

8 194,600  251,700  283,200  318,800  

         

9 195,800  253,100  284,200  320,000  

10 196,900  254,300  285,200  321,600  

 11 198,100  255,600  286,200  323,200  

 12 199,200  256,900  287,200  324,800  

          

 13 200,300  258,100  288,200  326,200  

 14 202,000  259,300  289,500  327,800  

 15 203,600  260,500  290,800  329,400  

 16 205,200  261,700  292,000  331,000  

          

 17 206,700  262,800  293,200  332,400  

 18 208,400  263,900  294,500  334,100  

 19 210,000  265,000  295,700  335,700  

 20 211,600  266,100  296,900  337,300  

          

 21 213,100  267,000  297,900  338,700  

 22 214,800  268,000  299,100  340,400  

 23 216,500  269,000  300,300  342,100  

 24 218,200  270,000  301,600  343,700  

          

 25 219,400  271,000  302,900  344,900  

 26 221,000  271,900  303,900  346,800  

 27 222,600  272,700  304,900  348,500  

 28 224,100  273,600  305,900  350,100  

          

 29 225,600  274,400  307,000  351,600  

 30 227,200  275,200  308,200  353,200  

 31 228,800  276,000  309,300  354,800  

 

別表第１（第３条関係） 

技能労務職給料表 
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 32 230,400  276,700  310,500  356,400  

          

 33 232,000  277,400  311,600  358,100  

 34 233,700  278,200  312,900  359,900  

 35 235,000  279,000  314,200  361,700  

 36 236,300  279,600  315,500  363,500  

          

 37 237,600  280,300  316,700  365,000  

 38 238,700  281,100  318,000  366,400  

 39 239,800  281,800  319,300  367,800  

 40 240,900  282,500  320,600  369,200  

          

 41 242,000  283,200  321,900  370,700  

 42 242,900  283,900  323,100  371,500  

 43 243,800  284,600  324,400  372,400  

 44 244,800  285,300  325,500  373,400  

          

 45 245,800  286,000  326,400  374,300  

 46 246,700  286,600  327,700  375,400  

 47 247,600  287,300  329,000  376,300  

 48 248,400  287,900  330,300  377,300  

          

 49 249,200  288,600  331,400  378,200  

 50 249,900  289,200  332,700  378,900  

 51 250,500  289,900  333,900  379,600  

 52 251,100  290,600  335,100  380,200  

          

 53 251,800  291,100  336,400  380,600  

 54 252,400  291,700  337,400  381,200  

 55 253,000  292,300  338,500  381,800  

 56 253,600  293,000  339,600  382,500  

          

 57 254,100  293,600  340,300  382,800  

 58 254,700  294,200  341,200  383,500  

 59 255,300  294,800  341,900  384,200  

 60 255,800  295,500  342,700  384,800  

          

 61 256,200  296,100  343,500  385,100  

 62 256,600  296,700  343,900  385,600  

 63 256,900  297,200  344,400  386,200  

 64 257,200  297,700  345,100  386,800  

          

 65 257,500  298,200  345,900  387,100  

 66 257,800  298,800  346,600  387,700  

 67 258,100  299,300  347,300  388,400  
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 68 258,400  299,900  347,900  389,000  

          

 69 258,700  300,300  348,400  389,400  

 70 259,000  300,800  349,000  389,900  

 71 259,300  301,300  349,500  390,500  

 72 259,600  301,900  350,100  391,000  

          

 73 259,900  302,400  350,400  391,500  

 74 260,200  302,800  350,900  392,100  

 75 260,500  303,100  351,200  392,500  

 76 260,800  303,400  351,600  392,800  

          

 77 261,100  303,600  352,000  393,200  

 78 261,400  303,900  352,500  393,700  

 79 261,700  304,100  353,000  394,100  

 80 262,000  304,400  353,500  394,500  

          

 81 262,300  304,600  353,800  394,900  

 82 262,600  304,800  354,200  395,400  

 83 262,900  305,100  354,600  395,800  

 84 263,200  305,300  355,000  396,200  

          

 85 263,500  305,600  355,300  396,500  

 86 263,800  305,800  355,700    

 87 264,100  306,100  356,100    

 88 264,400  306,400  356,500    

          

 89 264,700  306,700  356,700    

 90 265,000  307,000  357,100    

 91 265,300  307,300  357,500    

 92 265,600  307,600  357,900    

          

 93 265,900  307,800  358,100    

 94 266,200  308,000  358,400    

 95 266,500  308,300  358,800    

 96 266,800  308,700  359,100    

          

 97 267,100  308,900  359,400    

 98 267,400  309,200  359,800    

 99 267,700  309,500  360,200    

 100 268,000  309,900  360,600    

          

 101 268,300  310,100  361,100    

 102   310,400  361,500    

 103   310,700  361,900    
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附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給 

与に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和７年４月１日

から適用する。 

２ 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能 

労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則

の規定による給与の内払とみなす。 

 104   311,000  362,300    

          

 105   311,200  362,800    

 106   311,500  363,200    

 107   311,800  363,500    

 108   312,100  363,800    

          

 109   312,300  364,200    

 110   312,600      

 111   313,000      

 112   313,300      

          

 113   313,500      

 114   313,700      

 115   314,000      

 116   314,400      

          

 117   314,600      

 118   314,800      

 119   315,100      

 120   315,400      

          

 121   315,700      

 122   315,900      

 123   316,200      

 124   316,500      

          

 125   316,800      

定年 

前再 

任用 

短時 

間勤 

務職 

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 

200,300  227,800  269,500  290,100  
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 甲府市職員初任給調整手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年１２月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８６号 

   甲府市職員初任給調整手当支給規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員初任給調整手当支給規則（昭和３６年８月規則第３２号）の一部を次

のように改正する。 

        「           「 

 ３１０，０００   ３１０，８００   

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３１０，０００  ３１０，８００  

 ３０６，７００  ３０７，５００  
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別表中 ３０３，４００  を  ３０４，２００  に改める。 

 ３００，１００   ３００，９００   

 ２９６，８００  ２９７，６００  

 ２９３，５００  ２９４，３００  

 ２８１，５００  ２８３，３００  

 ２６８，０００  ２７１，３００  

 ２５４，５００  ２５８，８００  

 ２４１，０００  ２４６，３００  

 ２２７，５００  ２３３，８００  

 ２１０，５００  ２１８，３００  

 １９３，５００  ２０２，８００  

 １７６，５００  １８７，３００  

 １５９，５００  １７１，８００  

 １４２，０００  １５５，３００  

 １２４，５００  １３８，８００  

 １０７，０００  １２２，３００  

  ８７，０００  １０４，３００  

  ６７，０００   ８６，３００  

                 」           」 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲府市職員初任給調

整手当支給規則の規定は、令和７年４月１日から適用する。 
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告示 
 

甲府市告示第６８１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和７年１２月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第９６８号 

（２）業務名称     特定空家等解体業務委託（青沼二丁目） 

（３）履行期間     契約締結日から令和８年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における入札参加資格の認定において、業種が「解体工事」に登録さ

れている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月１０日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和７年１２月１０日（水）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和７年１２月１日（月）～令和７年１２月１０日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和７年１２月１０日（水）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和７年１２月２３日（火） 午前９時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 

- 93 -



                          甲府市告示第６８２号  
 

地方自治法第２４３条の３第１項及び甲府市「財政事情」の作成及び公表に関す

る条例の規定に基づき、甲府市一般会計、甲府市国民健康保険事業特別会計、甲府

市交通災害共済事業特別会計、甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計、甲府市介

護保険事業特別会計、甲府市後期高齢者医療事業特別会計、甲府市母子父子寡婦福

祉資金貸付事業特別会計の令和７年度上半期の財政状況及び甲府市一般会計、甲府

市国民健康保険事業特別会計、甲府市交通災害共済事業特別会計、甲府市住宅新築

資金等貸付事業特別会計、甲府市介護保険事業特別会計、甲府市後期高齢者医療事

業特別会計、甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の前年度決算状況を、

別紙のとおり公表する。 
 
  令和７年１２月１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第６８３号 
 

地方公営企業法第４０条の２の規定に基づき、甲府市地方卸売市場事業会計、甲

府市病院事業会計、甲府市下水道事業会計、甲府市水道事業会計、甲府市農業集落

排水事業会計、甲府市簡易水道等事業会計、甲府市浄化槽事業会計の令和７年度上

半期の業務の状況及び甲府市地方卸売市場事業会計、甲府市病院事業会計、甲府市

下水道事業会計、甲府市水道事業会計、甲府市農業集落排水事業会計、甲府市簡易

水道等事業会計、甲府市浄化槽事業会計の前年度の決算の状況を、甲府市「財政事

情」の作成及び公表に関する条例第４条第１項により、別紙のとおり公表する。 
 

令和７年１２月１日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第６８４号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和７年１２月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 
２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 
                           別紙のとおり 
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甲府市告示第６８５号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和７年１２月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 
２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 
                              別紙のとおり 
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甲府市告示第６８６号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関再開届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和７年１２月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関再開届書 
２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、再開年 

月日 
                              別紙のとおり 
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                          甲府市告示第６８７号  
 
 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 
 

令和７年１２月２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        差押調書（謄本）  福発第４３２７号 
２ 送達を受けるべき者  （省略） 
３ 保管場所       甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
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甲府市告示第６８８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１２月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第２３３９号 

⑵ 物件名   甲府駅北口防犯カメラディスクレコーダー修繕 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「電

気製品」または「情報・通信」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和７年１２月５日（金）～ 令和７年１２月２６日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和７年１２月５日（金）～ 令和７年１２月２６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和８年１月１６日（金） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                         甲府市告示第６８９号  
 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和７年１２月５日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        令和７年度軽自動車税督促状 
２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 
３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課 
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                          甲府市告示第６９０号 
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１２月８日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市横根町字大畑６８９番１及び６８９番４ 

   以上２筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 水路 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市横根町６８８番地 

   其田 丈士 
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甲府市告示第６９１号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送するため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年１２月８日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        納期限変更告知書 市民発第２３０５４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係 
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甲府市告示第６９２号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込

書及び事業提案書等の提出を招請する。 

 

令和７年１２月８日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加し集うことができる

「認知症カフェ」を開設し運営する。 

３ 募集数 

  認知症カフェの実施場所は、２箇所とする。 

  ただし、地域包括支援センターの１つである中央ほうかつの担当地域（春日・

相生・穴切・朝日）を除く。 

４ 履行期間 

  令和８年２月１日（日）～令和８年３月３１日（火）までとする。 

５ 参加資格要件  

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容の履行及び人員配置が可能 
な法人であること。 

（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（３）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

れにも該当していないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（６）公告の日から契約締結日までの期間に、「甲府市物品供給（入札等）制度要
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綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申立がなさ

れている者でないこと。 

（８）市税を滞納していない法人であること 

６ 手続き等 

（１）実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、甲府市のホーム

ページにて公表するため、適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

公募申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロ 

ポーザル実施要領を参照すること。 

７ 連絡先 

甲府市福祉部福祉支援室地域包括支援課地域包括支援係 

住所 〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号  

甲府市役所本庁舎２階 

電話 ０５５－２３７－５４８４（直通） 

電子メール ｈｕｋｔｓｈｉｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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                          甲府市告示第６９３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年１２月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１９８号 

工事名 水路改修工事（Ｒ７－７） 

工事場所 甲府市西高橋町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長          Ｌ＝２８ｍ 

 鋼矢板圧入工（両岸）   Ｌ＝５７ｍ 

 笠コンクリート工（両岸） Ｌ＝４５ｍ 

 底版コンクリート工    Ｌ＝２２ｍ 

 仮設工          １式 

２ 工期 令和８年６月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４３，４２８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

２，１００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書に記載 
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（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年１２月９日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１２月１８日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１２月９日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１２月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１２月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１２月９日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１２月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１２月９日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１２月２５日 

10 入札日時 
令和８年１月９日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年１月１５日 

12 開札日時 
令和８年１月２１日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和８年１月２２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年１月６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年１月７日 

価格以外の １ 質問 令和８年１月１９日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 令和８年１月２０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年１月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第６９４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び同法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防サービ

ス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０の規定

により公示する。 

 

令和７年１２月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９０５００ 

２ 事業所の名称      美さと訪問看護ステーション 

３ 事業所の所在地      甲府市後屋町３２６番地５ 

              ハイツ佐野２０３号室 

４ 当該事業所の申請者      中央市西新居１５６番地１ 

              グリーンプラザ４０５号室 

              Ｖｉｎｅａ株式会社 

              代表取締役 大上 雅也 
５ サービスの種類      訪問看護 

              介護予防訪問看護 

６ 指定年月日          令和８年１月１日 
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                          甲府市告示第６９５号  
 
 次の弁明の機会の付与に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明

らかでないため、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３１条において準用する

同法第１５条第３項の規定により公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 
 

令和７年１２月９日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名        弁明の機会付与通知書 
２ 送達を受けるべき者  （省略） 
３ 弁明書の提出先    甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
             甲府市丸の内一丁目１８番１号 
４ 弁明書の提出期限   令和７年１２月２３日 
５ 書類保管場所     甲府市福祉部福祉総室健康保険課 

- 112 -



甲府市告示第６９６号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７９条の規定に基づく指定居宅介護支

援事業者として次の者を指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 

                                      

令和７年１２月９日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０６０５８ 

２ 事業所の名称      甲斐の郷居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市大手一丁目４番４５号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市中央一丁目１２番９号 

株式会社甲斐商会 

代表取締役 若尾 美智子 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 指定年月日          令和８年１月１日 
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                          甲府市告示第６９７号  
 
 甲府市屋外広告物条例（以下、条例という。）第３９条の規定により、広告物等

の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を次のとお

り開催するので公告する。 
                                      
  令和７年１２月１１日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 日 時 

令和８年３月６日（金）午前８時５０分から午後５時３０分まで 

２ 会 場 
   甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８－１会議室（８階） 
３ 講習科目 
   （１）屋外広告物に関する法令 
   （２）屋外広告物の表示の方法に関する事項 
   （３）屋外広告物の施工に関する事項 
４ 受講手数料 

１科目１，０００円 ※条例第４６条第４項の規定による。 
なお、申込書の受理後、納入通知書を発送する。 
また、受講手数料は納付後に申込を取り消した場合や受講しなかった場合

でも還付しない。 
５ 募集人数 
   ４０名（先着順） 
６ 申込期間 
   令和８年１月５日（月）から令和８年２月１３日（金）まで 
７ 申込方法 

講習会受講申込書（第１７号様式）に必要事項を記入のうえ、 
下記提出先まで持ち込み又は郵送による。 

８ 申込書提出先 
   〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

甲府市役所 まちづくり部 まち開発室 都市計画課 
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甲府市告示第６９８号  

 

甲府市自転車駐車場条例（平成１９年９月条例第２８号）第１３条第１項の規定

により、自転車駐車場内の自転車を撤去し、保管したので、同条第２項及び甲府市

自転車駐車場条例施行規則（平成１９年９月規則第４２号）第５条の規定により次

のとおり告示する。 

 

令和７年１２月１５日 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

   甲府市甲府駅北口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場 

甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場・甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

甲府市酒折駅北口自転車駐車場・甲府市酒折駅南口自転車駐車場 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

 別紙のとおり 

３ 保管した日 

   令和７年１２月５日 

４ 返還の申出場所 

   市民部市民総室総務課 

   交通安全係℡０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

   甲府市甲府駅北口第 1 自転車駐車場 

   甲府市甲府駅北口第２自転車駐車場 

   甲府市甲府駅南口第１自転車駐車場 

   甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

甲府市酒折駅北口自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

   住所・氏名を確認できるもの、自転車の鍵 
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甲府市告示第６９９号  
 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和７年９月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 
 

令和７年１２月１７日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第６号） 

２ 令和７年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

３ 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第７号） 

４ 令和７年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 令和７年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

６ 令和７年度甲府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

７ 令和７年度甲府市地方卸売市場事業会計補正予算（第１号） 

８ 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第８号） 

 
 
 
 
     令和７年１２月１７日 原案可決 
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甲府市告示第７００号 

 

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６

月条例第１６号）第４条の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者を指定したの

で、同条例第１１条の規定により告示する。 

 

  令和７年１２月１８日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

 

施設の名称 団体の所在地及び名称 指定の期間 

甲府市甲府駅南口

第１自転車駐車場 

甲府市池田一丁目５番９号 

甲府ビルサービス株式会社 

令和８年４月１日から

令和１３年３月３１日

まで 

甲府市甲府駅南口

第２自転車駐車場 
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甲府市告示第７０１号 

 

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月

条例第１６号）第４条の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者を指定したので、

同条例第１１条の規定により告示する。                              

 

  令和７年１２月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

施設の名称 団体の所在地及び名称 指定の期間 

甲府市勤労者 

福祉センター 

甲府市朝気二丁目２番２２号 

一般財団法人 

甲府市勤労者福祉サービスセンター 

令和８年４月１日から 

令和１４年３月３１日まで 
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甲府市告示第７０２号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年１２月２３日までに、引き取る旨の連絡を次

の連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年１２月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市朝気二丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：グレートラ 

６ その他の特徴：成猫、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第７０３号  

 

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月

条例第１６号）第４条の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者を指定したので 

同条例第１１条の規定により告示する。 

 

  令和７年１２月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

  

 

 

施設の名称 団体の所在地及び名称 指定の期間 

甲府市子ども屋内

運動遊び場 

東京都文京区小石川五丁目２番２号

株式会社明日香 

令和８年４月１日から

令和１３年３月３１日

まで 
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甲府市告示第７０４号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規

定する指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１

条の５の２５第１号の規定により公示する。 
 
  令和７年１２月１９日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     社会福祉法人日新会 
２ 事業者の所在地  甲府市上町２４７３番地 
３ 事業所名     てふてふ 
４ 事業所の所在地  甲府市上町２４７３番地 
５ 事業の種類    児童発達支援 
           放課後等デイサービス 
６ 主たる対象者   重症心身障害以外 
７ 指定事業所番号  １９５０１０４３１３ 
８ 指定年月日    令和８年１月１日 
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甲府市告示第７０５号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

 

  令和７年１２月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社片桐建設 

２ 事業者の所在地  長野県伊那市福島１４７１番地 

３ 事業所名     コリード甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市国母七丁目５番１７号 

 サンライン甲府ビル５階Ｆ号室 

５ 事業の種類    就労選択支援 

６ 主たる対象者   身体障害者（内部障害） 

           知的障害者 

           精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０２８９４ 

８ 指定年月日    令和８年１月１日 
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甲府市告示第７０６号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

 

  令和７年１２月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社プラネット 

２ 事業者の所在地  愛知県名古屋市中区正木四丁目８番７号 

レンガ橋ビル６階 

３ 事業所名     プラネット甲府 

４ 事業所の所在地  甲府市後屋町４１６番地１ 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   特定無し 

７ 指定事業所番号  １９１０１０４２９６ 

８ 指定年月日    令和８年１月１日 
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甲府市告示第７０７号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

 

  令和７年１２月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     マクロ株式会社 

２ 事業者の所在地  甲府市元紺屋町１５番地 

３ 事業所名     山の手倶楽部ＬＡＢ 

４ 事業所の所在地  甲府市朝気一丁目２番６３号 

５ 事業の種類    生活介護 

６ 主たる対象者   特定無し 

７ 指定事業所番号  １９１０１０４３０４ 

８ 指定年月日    令和８年１月１日 
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甲府市告示第７０８号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和７年１２月１９日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     ＴＲＩＢＡＹ株式会社 
２ 事業者の所在地  甲府市住吉五丁目２５番１４号ＩＫビル２０５ 
３ 事業所名     訪問介護事業所ほの字 
４ 事業所の所在地  甲府市住吉五丁目２５番１４号ＩＫビル２０５ 
５ 事業の種類    居宅介護 
           重度訪問介護 
６ 主たる対象者   特定無し 
７ 指定事業所番号  １９１０１０４３２０ 
８ 指定年月日    令和８年１月１日 
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甲府市告示第７０９号  

 

次の者から、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基

づく廃止届を受理したので、同法第７８条の規定により公示する。 

                                      

令和７年１２月２２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９１０１１６３１６ 

２ 事業所の名称      コスモ総合診療所 

３ 事業所の所在地      甲府市塩部一丁目１０番１１号 

４ 当該事業所の申請者      社会福祉法人いきいき倶楽部 

理事長 代長 まり子 

５ サービスの種類      居宅療養管理指導 

              介護予防居宅療養管理指導 

６ 廃止年月日          令和７年１１月３０日 
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甲府市告示第７１０号  
 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

都市計画法による事業計画の一環として整備する道路法による道路で、２年以内に

その事業が執行される予定のものとして、次のとおり指定する。 
 その関係図書は、まちづくり部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 
 

令和７年１２月２２日 
 
                  甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 路 線 名    甲府外郭環状道路東区間 
２ 道 路 の 種 類     市道（予定） 
３ 道路の地名地番    起点 甲府市和戸町２９１ 地先 

                   終点 甲府市和戸町３３８－５ 地先 
４ 延  長    １６０ｍ 

５ 幅 員    １０．７４２ｍ～５．０００ｍ 
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甲府市告示第７１１号  
 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

都市計画法による事業計画の一環として整備する道路法による道路で、２年以内に

その事業が執行される予定のものとして、次のとおり指定する。 
 その関係図書は、まちづくり部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 
 

令和７年１２月２２日 
 
                  甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 路 線 名    甲府外郭環状道路東区間 
２ 道 路 の 種 類     市道（予定） 
３ 道路の地名地番    起点 甲府市和戸町１１６４－２ 地先 

                   終点 甲府市川田町４０－２ 地先 
４ 延  長    ２１８ｍ 

５ 幅 員    ５．９６７ｍ～５．２１９ｍ 

 

- 128 -



甲府市告示第７１２号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第２項に規定する連担建築物 

設計を次のとおり認定したので、同条第８項の規定により公告する。 

 その計画書は、まちづくり部まち開発室建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供

する。 

 

  令和７年１２月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 対象区域    甲府市国玉町字五本杉４５２番１、４５２番３ 

２ 対象区域面積  ２，５７６.６１㎡ 
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                          甲府市告示第７１３号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１２月２２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市中小河原町字馬込５１２番１、５１２番３から５１２番７まで、 

５１５番１から５１５番７まで及び５１５番９から５１５番１１まで 

以上１６筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市伊勢二丁目１３番５号 

   小口マタイ株式会社 

代表取締役 小口 博 

- 130 -



                          甲府市告示第７１４号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和７年１２月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市古上条町字萩林４６９番１から４６９番１０まで、４９４番４、 

４９４番１３及び４９５番３ 

以上１３筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市国母八丁目３１番８号 

   有限会社北宝エステート 

代表取締役 寳福 由秀 
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                          甲府市告示第７１５号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１２月２２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市落合町字福部４９８番１、４９８番５から４９８番８まで及び 

４９９番１から４９９番４まで 

   以上９筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市上今井町１２１０番地１ 

   株式会社とちの木 

代表取締役 小関 敏和 
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                          甲府市告示第７１６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）２０９号 

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７－８） 

工事場所 甲府市平瀬町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁補修工事  １橋 

橋梁塗装工  Ａ＝１９２㎡ 

断面修復工  Ｎ＝１橋 

水切り設置工 Ｌ＝３７ｍ 

仮設工    １式 

２ 工期 令和８年６月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，９６４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

橋梁工事等又は道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１２月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和８年１月９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１２月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年１月９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年１月１６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１２月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年１月１９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１２月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年１月１９日 

10 入札及び開札日時 
令和８年１月２７日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年１月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年１月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第７１７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）２１０号 

工事名 橋梁補修工事（Ｒ７－７） 

工事場所 甲府市上積翠寺町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

橋梁補修工事  １橋 

鋼材塗装工  Ａ＝９２㎡ 

支承補修工  Ｎ＝１橋 

断面修復工  Ｎ＝１橋 

仮設工    １式 

２ 工期 令和８年６月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２０，３１７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

橋梁工事等又は道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，０００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１２月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和８年１月９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１２月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年１月９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年１月１６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１２月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年１月１９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１２月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年１月１９日 

10 入札及び開札日時 
令和８年１月２７日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年１月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年１月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第７１８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （とび）２１２号 

工事名 交通安全施設整備工事（Ｒ７－５） 

工事場所 甲府市寿町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長    Ｌ＝４１．０ｍ 

防護柵工    Ｌ＝４０．８ｍ 

防護柵基礎工  Ｌ＝４０．０ｍ 

付帯工     １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０，６５９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

とび 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）６００点以上 

３ 同種工事施工実績 

道路防護柵等の設置工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１２月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和８年１月９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１２月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年１月９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年１月１６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１２月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年１月１９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１２月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年１月１９日 

10 入札及び開札日時 
令和８年１月２７日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年１月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年１月２３日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第７１９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第９９８号 

（２）業務名称     つつじが崎霊園内樹木伐採業務 

（３）履行期間     契約日の翌日から令和８年３月２７日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に入札参加資格の認定を受けている本店又は本社を有する者である

こと。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「種苗・

造園」で登録されている者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和７年１２月２３日（火）～令和８年１月９日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、年末年始の休日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和８年１月９日（金）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和７年１２月２３日（火）～令和８年１月９日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、年末年始の休日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和８年１月９日（金）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和８年１月２８日（水） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  
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ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第７２０号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和７年１２月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第７２１号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）（以下、「障害者総合支援法」という。）第５１条の１７第１項第１号に

規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第２４条の２６第１項第１号に規

定する指定障害児相談支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、

障害者総合支援法第５１条の３０第２項第２号及び児童福祉法第２４条の３７第２

項の規定により公示する。 

 

  令和７年１２月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     特定非営利活動法人ライフサポート 

２ 事業者の所在地  甲府市羽黒町８２９番地６ 

３ 事業所名     相談支援事業所リアライズ 

４ 事業所の所在地  甲府市羽黒町８２９番地６ 

５ 事業の種類    指定特定相談支援 

           指定障害児相談支援 

６ 指定事業所番号  １９３０１０２５５１ 

１９７０１０２５６０ 

７ 廃止年月日    令和７年１２月３１日 
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甲府市告示第７２２号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 
 
  令和７年１２月２４日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     ＩＯＴ株式会社 
２ 事業者の所在地  甲府市住吉五丁目２５番１４号ＩＫビル２０５ 
３ 事業所名     訪問介護事業所ほの字 
４ 事業所の所在地  甲府市住吉五丁目２５番１４号ＩＫビル２０５ 
５ 事業の種類    居宅介護 

重度訪問介護 
６ 指定事業所番号  １９１０１０４０１５ 
７ 廃止年月日    令和７年１２月３１日 
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甲府市告示第７２３号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 

 

  令和７年１２月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ラックオリジナル 

２ 事業者の所在地  山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１５４１番地１ 

３ 事業所名     ワーカウト羽黒 

４ 事業所の所在地  甲府市羽黒町１４６６番地２ 

５ 事業の種類    生活介護 

６ 指定事業所番号  １９１０１０３０８２ 

７ 廃止年月日    令和７年１２月３１日 
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甲府市告示第７２４号 

   

国税徴収法第９５条及び同法第９９条の規定により、次のとおり差押財産の公売

及び見積価額を公告する。 

 

  令和７年１２月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

公 売 財 産 

別紙「公売財産、公売保証金及び見積価額」のとおり 公 売 保 証 金 

見 積 価 額 

公 売 方 法 入 札 

公売日時 
入札 

令和８年２月３日（火） 

午後１時３０分から午後２時００分まで 

開札 令和８年２月３日（火）午後２時０１分 

公 売 場 所 
山梨県笛吹市石和町広瀬７８５番地 

東八代合同庁舎３階大会議室 

売却決定の日時 令和８年２月２４日（火）午前１０時００分 

売却決定の場所 
山梨県甲府市丸の内１丁目１８番１号 

甲府市役所３階収納推進課 

買受代金納期限 令和８年２月２４日（火）午後３時００分 

買受人について

の資格その他の

要件 

次の者は、公売財産を買受けることができません。 

１ この公売公告に違反した者 

２ 国税徴収法第９２条の規定に該当する者 

３ 国税徴収法第１０８条第１項又は第５項の規定に該当する 

  者 

そ の 他 別紙「その他の事項」のとおり 

配当を受ける者

の権利の申出に

ついて 

 この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質

権、抵当権、先取特権または留置権等を有する者は、売却決定を

する日の前日までに債権現在額申立書により、その内容を市長あ

てに申し出てください。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は、甲府市役所収納推進課に用

意してあります。 
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甲府市告示第７２５号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送するため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年１２月２５日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        交付要求通知書 市民発第２３３７８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係 
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甲府市告示第７２６号  
 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調

査を行ったが不明のため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条

において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和７年１２月２５日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名         令和６年度国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼決定通知書） 

令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 
３ 保管場所        甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
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                          甲府市告示第７２７号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年１２月２６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市善光寺三丁目１９８４番１から１９８４番３まで、１９８６番１ 

及び１９８６番２ 

以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路、水路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   東京都千代田区二番町８番地８ 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

代表取締役 阿久津 知洋 
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甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

 

                 甲府市教育委員会  

教育長 松田 昌樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第６号 

   甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市学校職員義務教育等教員特別手当支給規則（昭和５３年３月３０日教育委

員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 別表を次のように改める。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会          
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職員の

区分 

職務の級 

号給 

1級 2級 特2級 3級 4級 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

  円 円 円 円 円 

1～4 1,300 1,700 2,800 4,000 5,100 

5～8 1,300 1,800 3,000 4,100 5,200 

9～12 1,400 1,900 3,200 4,100 5,300 

13～16 1,500 2,000 3,300 4,200 5,400 

17～20 1,600 2,100 3,400 4,400 5,500 

21 1,700 2,200 3,500 4,400 5,600 

22～24 1,700 2,200 3,500 4,400  

25～28 1,800 2,300 3,700 4,600  

29～32 1,900 2,400 3,800 4,700  

33～36 1,900 2,600 3,900 4,700  

38～40 2,000 2,600 4,000 4,800  

41～44 2,200 2,800 4,000 4,900  

45～48 2,200 3,000 4,100 5,000  

49～52 2,300 3,200 4,200 5,100  

53～56 2,400 3,300 4,400 5,100  

57～60 2,400 3,400 4,400 5,200  

61 2,500 3,500 4,500 5,200  

62～64 2,500 3,500 4,500   

65～68 2,600 3,700 4,700   

69～72 2,600 3,800 4,700   

73～76 2,700 3,800 4,700   

77～80 2,800 3,900 4,700   

81～84 2,800 4,000 4,800   

85～88 2,800 4,100 5,000   

89～92 2,900 4,200 5,000   
 

 

 

別表（第２条関係） 

  高等学校教育職給料表の適用を受ける者 
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93～96 3,000 4,300 5,000   

97～100 3,100 4,400 5,100   

101～104 3,100 4,400 5,100   

105 3,200 4,500 5,100   

106～108 3,200 4,500    

109～112 3,200 4,600    

113～116 3,200 4,700    

117～120 3,300 4,700    

121～124 3,300 4,700    

125～128 3,300 4,700    

129～132 3,400 4,700    

133～136 3,400 4,800    

137～140 3,400 4,900    

141～144 3,500 4,900    

145 3,500 4,900    

146～148 3,500     

149～152 3,500     

153 3,500     

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額 

2,200 2,600 3,200 3,500 4,400 

備考 この表の適用を受ける職員のうち、学級担任には、この表の額に3,000

円をそれぞれ加算する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 この規則は、令和８年１月１日より施行する。 
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甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１２月２４日 

 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松田 昌樹 

 

 

甲府市教育委員会規則第７号 

甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則（平成３１年３月教委規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

第２条の見出しを「観覧料の納入」から「利用料金の納付」に改め、同条中「納

入は、現金をもって」を「納付は、特別展示室を観覧する際に」に改める。 

第５条を第６条とする。 

第４条の見出し中「観覧料」を「利用料金」に改め、同条中「第３号様式」を

「第５号様式」に改め、同条を第５条とする。 

第３条の見出し中「観覧料」を「利用料金」に改め、同条第１項中「第１号様

式」を「第３号様式」に改め、同条第３項中「第２号様式」を「第４号様式」に改

め、同条第４項中「甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「教育

委員会」に改め、同条を第４条とする。 

第２条の次に次の１条を加える。 

 （利用料金の額に係る承認） 

第３条 指定管理者は、条例第８条第２項に規定する利用料金の額に係る承認を受

けようとするときは、あらかじめ甲府市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）に甲府市武田氏館跡歴史館の利用料金に関する承認申請書（第１号様式。

以下「承認申請書」という。）を提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項に規定する承認申請書の提出があった場合において、その

内容が適当であると認めるときは、甲府市武田氏館跡歴史館の利用料金に関する

承認決定書（第２号様式）により指定管理者に通知するものとする。 
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 第３号様式中「第４条」を「第５条」に改め、同様式を第５号様式とする。 

 第２号様式中「第３条」を「第４条」に改め、同様式を第４号様式とする。 

 第１号様式中「第３条」を「第４条」に改め、同様式を第３号様式とし、同様式

の前に次の２様式を加える。 

 

附 則 

   この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

（あて先）教育委員会 

 

         所在地 

 

    指定管理者 名 称 

 

            代表者        印 

 

 

甲府市武田氏館跡歴史館の利用料金承認申請書 

 甲府市武田氏館跡歴史館条例施行規則第３条１項の規定により、甲府市武田

氏館跡歴史館の利用料金について承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

 

１ 利用料金の種別及び額 

 

 

 

２ 適用年月日 

 

    年  月  日から  
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第２号様式（第３条関係） 

 

年  月  日 

 

   様 

 

 

                     教育委員会            

 

 

甲府市武田氏館跡歴史館の利用料金承認決定書 

   年  月  日付けで申請のあった甲府市武田氏館跡歴史館の利用料金

について、次のとおり承認します。 

 

 

１ 利用料金の種別及び額 

 

 

 

２ 適用年月日 

 

    年  月  日から 

  

 

 

 

 

 

 

 

 附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会告示第３６号  
 
 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 
 
  令和７年１２月５日 
 
                 甲府市教育委員会 
                 教育長 松 田 昌 樹  
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号      （賃貸借）第９４６号 
（２）業務名称      学習支援ソフトウェア賃貸借 
（３）履行期間      令和８年２月１日から令和９年１月３１日まで 
（４）履行場所      仕様書による 
（５）業務内容      仕様書による 
（６）予定価格      公表しない 
（７）最低制限価格    設けない 
２ 入札参加資格 
  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」若しくは「情報・通信」で登録されている者であること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年

を経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、

競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和７年１２月５日（金）～令和７年１２月１５日（月） 
        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。）午前９時～午後５時 
（２）配付場所 甲府市教育委員会学事課 
        甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 
（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 
  ア 期間 令和７年１２月５日（金）～令和７年１２月１５日（月） 
       （この期間内の土曜日、日曜日を除く。）午前９時～午後５時 
  イ 場所 甲府市教育委員会学事課 
       甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 
       電話 ０５５－２２３－７３２２ 
４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日時 令和８年１月１６日（金） 午前１０時００分 
（２）場所 甲府市役所本庁舎８階 ８－１会議室 
      甲府市丸の内一丁目１８番１号  
      ただし、入札場所等については変更する場合がある。 
５ 入札方法 
  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 
  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 
  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 
  甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ 長期継続契約 
  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。 
９ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 
   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に
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国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第３７号  

 

甲府市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年６月

条例第１６号）第４条の規定に基づき、公の施設に係る指定管理者を指定したので

同条例第１１条の規定により告示する。 

 

  令和７年１２月１９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松田 昌樹 

 

施設の名称 団体の所在地及び名称 指定の期間 

甲府市武田氏館

跡歴史館 

甲府市朝気一丁目２番２号 

公益財団法人やまなし文化学習協

会 

令和８年４月１日から

令和１３年３月３１日

まで 
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選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第２６号 

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第 

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和７年１２月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 原  栄 治 

 

１ １／５０の数        ３，０３７人 

２ １／３の数        ５０，６１４人 

３ １／６の数        ２５，３０７人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５１，８４２人 
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農業委員会 
 
                      甲府市農業委員会告示第１２号 
 
 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会１２

月定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和７年１２

月２５日午後２時００分に甲府市南公民館において開催し、付議すべき事項につい

て審議することを公告する。 
 
  令和７年１２月１８日 
                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋  敦 
 
付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定による農地中

間管理機構への要請について 
３ 令和８年版農作業臨時雇賃金等標準額について 
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第２２号 

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年１２月２５日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

              甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規程第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条第１項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改める。 

同条第２項中、「１００分の７１．２５」を「１００分の７２．５」に、「１００

分の６１．２５」を「１００分の６２．５」に改める。 

第１６条第１項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の５２．５」に、

「１００分の６１．２５」を「１００分の６２．５」に改める。 

別表第１を次のように改める。 
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別表第１（第２条関係） 

企業職給料表 

 

 

職務
の級

円 円 円 円 円 円 円 円

195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900

196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200

198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100

199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700

200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700

202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100

203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000

205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500

206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500

208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600

210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100

211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600

213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100

214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400

216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700

218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900

219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100

221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400

222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700

224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900

225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100

227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900

228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700

230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500

232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100

233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700

235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300

236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900

237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600

238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400

239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800

４級

給料月額

７級

給料月額

２級 ３級 ８級

給料月額 給料月額

１級 ６級

給料月額

職員
の区
分

6

7

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

24

25

26

27

20

21

22

18

19

28

12

５級

給料月額

8

9

10

給料月額

29

2

1

号　給 給料月額

11

13

14

15

23

16

17

30

31

3

4

5
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240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500

242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000

242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400

243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800

244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200

245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600

246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900

247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200

248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500

249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800

249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100

250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400

251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700

251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000

252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100

253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400

253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700

254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900

254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200

255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400

255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700

256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900

256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200

256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500

257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800

257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000

257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300

258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600

258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800

258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000

259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300

259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600

259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800

259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000

260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300

260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600

260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,80068

65

66

67

62

63

64

60

61

56

57

58

55

50

51

52

59

44

45

46

53

54

35

36

37

32

33

34

41

42

43

38

39

40

47

48

49
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261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000

261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300

261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600

262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800

262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000

262,600 302,800 350,900 392,100 406,300

262,900 303,100 351,200 392,500 406,600

263,200 303,400 351,600 392,800 406,800

263,500 303,600 352,000 393,200 407,000

263,800 303,900 352,500 393,700 407,300

264,100 304,100 353,000 394,100 407,600

264,400 304,400 353,500 394,500 407,800

264,700 304,600 353,800 394,900 408,000

265,000 304,800 354,200 395,400 408,300

265,300 305,100 354,600 395,800 408,600

265,600 305,300 355,000 396,200 408,800

265,900 305,600 355,300 396,500 409,000

266,200 305,800 355,700

266,500 306,100 356,100

266,800 306,400 356,500

267,100 306,700 356,700

267,400 307,000 357,100

267,700 307,300 357,500

268,000 307,600 357,900

268,300 307,800 358,100

308,000 358,400

308,300 358,800

308,700 359,100

308,900 359,400

309,200 359,800

309,500 360,200

309,900 360,600

310,100 361,100

310,400 361,500

310,700 361,900

311,000 362,300

100

101

102

103

104

99

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

82

83

84

85

86

75

69

70

71

72

73

74

87

76

77

78

79

80

81
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311,200 362,800

311,500 363,200

311,800 363,500

312,100 363,800

312,300 364,200

312,600

313,000

313,300

313,500

313,700

314,000

314,400

314,600

314,800

315,100

315,400

315,700

315,900

316,200

316,500

316,800

基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額

200,300 227,800 269,500 290,100 305,700 331,900 374,800 409,200

備考　この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

124

125

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

118

119

120

121

122

123

117

108

109

110

111

112

113

114

115

116

107

105

106
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附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の甲府市上下水道企業職員給与規程（次項及び第４項において「改正後

の規程」という。）別表第１の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

３ 改正後の規程第１５条第１項及び第２項、第１６条第１項の規定は、令和７年

１２月１日から適用する。 

（給与の内払） 

４ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の甲府市上下水道企業

職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給

与の内払とみなす。 

（その他） 

５ この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 
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甲府市上下水道局告示第１３４号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和７年１２月２日 

 

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

               甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 指 定 番 号   第４９２号 

   指定業者名   株式会社アクアプロ 

   所 在 地   山梨県韮崎市本町１－１７－３７ 

   代 表 者   早川 康一郎 
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甲府市上下水道局告示第１３５号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和７年１２月２日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 指定年月日   令和７年１２月２日 

 指 定 番 号   第２６３号 

 指 定 店 名   株式会社アクアプロ 

 所 在 地   韮崎市本町一丁目１７番３７号 

 代表者氏名   早川 康一郎 
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                     甲府市上下水道局告示第１３６号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年１２月９日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００６６号 

工事名 雨水渠改良工事（Ｒ７－７） 

工事場所 甲府市下飯田一丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

側溝工（６００型）   Ｌ＝８０．６ｍ 

集水桝工（１０００型） １箇所 

付帯工         １式 

２ 工期 令和８年７月６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１９，６１３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 
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日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年１２月９日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１２月１８日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１２月９日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１２月１８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１２月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１２月９日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１２月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１２月９日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１２月２５日 

10 入札及び開札日時 
令和８年１月９日 

午前９時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年１月６日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年１月７日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第１３７号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年１２月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１０号 

工事名 
①下水道管工事（Ｒ７Ｄ－１） 

②（街路－１５）仮配水管布設工事 

工事場所 
甲府市中央五丁目・城東二丁目地内 

（都市計画道路和戸町竜王線） 

工事概要 

１ 工事内容 

①下水道管工事 

 鉄筋コンクリート管布設工（φ１５００） 

               Ｌ＝７．０ｍ 

 鉄筋コンクリート管布設工（φ１０００） 

               Ｌ＝３．５ｍ 

強化プラスチック複合管布設工（φ８００） 

               Ｌ＝９．５ｍ 

 鋼製さや管推進工法（φ１０００） 

               Ｌ＝９．５ｍ 

 硬質塩化ビニル管布設工（φ２５０） 

               Ｌ＝２．４ｍ 

 特殊人孔築造工       ２箇所 

 人孔設置工（２号）     ２箇所 

②仮配水管布設工事 

 ＰＰ φ５０（仮配水管）  Ｌ＝１３．０ｍ 

２ 工期 
①下水道管工事    令和９年２月５日まで 

②仮配水管布設工事  令和８年５月２９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９５，４５８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 

①：適用 

②：非適用 
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５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

４，７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 

令和６年７月２４日告示の土木１３０ 

０３０号「下水道管工事（Ｒ６Ｄ－４）

（余フ）」を落札した特定建設工事共 

同企業体の代表構成員及び構成員は本 

工事の落札者となることはできません。

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年１２月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年１月９日 

３ 申請書受付開始日 令和７年１２月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年１月９日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年１月１６日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年１２月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年１月１９日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年１２月２３日 
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９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年１月１９日 

10 入札日時 
令和８年１月２７日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年１月３０日 

12 開札日時 
令和８年２月５日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和８年２月６日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年１月２２日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年１月２３日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年２月３日まで 

２ 回答 令和８年２月４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年２月４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 
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部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 180 -



甲府市上下水道局告示第１３８号  

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申請

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

１ 業務名 

  甲府市上下水道局地図情報管理システム再構築業務 

２ 業務内容 

  甲府市上下水道局地図情報管理システム再構築業務仕様書のとおり 

３  履行期間 

契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

４ 参加資格要件 

 参加できる者は、令和７年度甲府市入札参加有資格者名簿（物品）に登録さ

れている者であり、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き開始の申立

て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開

始の申立てがなされている者でないこと。 

（３）本業務に係る公告の日から契約締結の日までの間に、甲府市上下水道局物

品供給（入札等）制度要綱、甲府市上下水道局建設工事等請負契約に係る指

名停止等措置要綱及び甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱

に基づく指名停止処分を受けていない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でない

こと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）直近２年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。 

（６）給水人口２０万人以上の地方公共団体等において、１０年以上継続稼働し

ている同種の業務実績を有すること。 

※同種の業務実績とは上下水道一体の地図情報管理システムであり、現在も

稼働中で直接受託したものに限る。 

（７）品質マネジメントシステム（ＩＳＯ９００１）の資格を有すること。 

（８）情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＯ２７００１）又はプライ

バシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）の資格を有すること。 

（９）甲府市情報安全対策指針（情報セキュリティポリシー）で定める外部委託
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先に関するセキュリティ要件を満たしていること。 

５ 手続き等 

（１）公募型プロポーザル実施要領、選考方法、仕様書、各種様式等は甲府市上

下水道局のホームページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

（ホームページアドレスｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｗａｔｅｒ．ｋｏｆｕ．

ｙａｍａｎａｓｈｉ．ｊｐ） 

（２）参加申請書類、企画提案書類の提出方法、提出期限及び提出先について

は、甲府市上下水道局地図情報管理システム再構築業務公募型プロポーザル

実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

〒４００－００４６ 山梨県甲府市下石田二丁目２３番１号 

甲府市上下水道局工務部工務総室計画課図面係 

電   話 ０５５－２２８－３３６９ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５５－２２８－３６３０ 

メールアドレス ｊｏｕｇｅｋｋ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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任免辞令 
 

（市長事務部局） 

総務部     人事管理室    職員課     係長   鷹 野 牧 子 

子ども未来部  子ども未来総室  子ども保育課  主事   木 村 佳 永 

子ども未来部  子ども未来総室  子ども保育課  技能主任 宮 澤 美 幸 

まちづくり部  まち整備室    都市整備課   技師   松 岡 優太朗 

市立甲府病院  診療部              医長   中 村   傑 

市立甲府病院  診療部              医師   渡 邊 宏 希 

市立甲府病院  看護部              主任   小 澤 沙 紀 

（各通） 

退職を承認する 

以  上  発 令 日  令和 ７年１２月３１日 

 

（教育委員会） 

教育部     教育総室     学事課     主事   栗 原 未理亜 

退職を承認する 

以  上  発 令 日  令和 ７年１２月３１日 
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